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は じ め に 
 
（公財）河川財団は、河川に関する調査・研究及び環境整備並びに河川への理解を深めるための活

動に対する助成並びにその実施を行うことにより、国土の利用、整備又は保全及び国民の心身の健全

な発達を促進し、公共の福祉を増進することを目的とし、以下の事業を実施しています。 

  

（１） 河川に関する活動に対する助成及びその成果の普及 

（２） 河川に関する調査・研究及びその成果の普及 

（３） 河川教育の推進及び河川への理解を深めるための活動 

（４） 水辺環境の向上及び住民の健康増進を図るための河川健康公園の運営 

（５） 河川管理者の行う河川の維持管理に関する事業の受託 

 

昨今、鬼怒川の破堤氾濫や北海道における台風被害を始めとした豪雨災害が頻発しており、気候変

動の影響が懸念されています。これら課題に対して、気候変動への方策として従来から議論されてい

る緩和策に加え、適応策としてのハード対策の議論を始めることが求められ、また、これらハード対

策・ソフト対策を具体化させ、確実なものとしていく必要があります。 

このように社会情勢が変化していく中で、河川管理を適切に進めていくためには、ICT 等の技術の活

用が期待されるとともに、新たな仕組みや複合的な技術が求められています。 

当財団においては、これら問題意識のもと、（２）河川に関する調査・研究及びその成果の普及に関

して、東京本部内の河川総合研究所、子どもの水辺サポートセンターを中心にして、以下の調査研究

を行い、本報告はその成果をまとめたものです。 

 

（１） 健全な河川生態系の保全・再生に関する調査・研究 

（２） 災害を防止するための調査・研究 

（３） 良好な水辺利用を促進するための調査・研究 

 

本報告は、調査研究の成果を広く関係の方々にお知らせし、現場における技術的課題の解決に役立

てていただくものです。 

 

第 22 号を発行にあたり、国土交通省をはじめ関係各位のご指導、ご支援に感謝し、ここに厚く御礼

申し上げる次第です。 

今後も、わが国の河川の現状と国民のニーズを把握し、社会の要請に的確に応えるために一層の努

力をして参る所存ですので、関係各位の暖かいご指導、ご支援をお願い申し上げる次第です。 

 

平成 28 年 12 月 

公益財団法人 河川財団 

理事長 関 克己 
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堤防植生に適した植生基盤土質の検討 
 

大澤 寛之*・山田 政雄**・吉田 高樹***・平田 真二****・橋本 純***** 
 
 
 
１. はじめに 

 
河川堤防は，河川及び流域の治水安全度を確保す

る上で最も重要な河川管理施設であり，その施設延

長も長大である．その維持管理は，堤防表面におけ

る異常の有無を点検可能にするため，年 2 回の除草

と年 1回の集草を基本として行っている． 

年 2 回の除草と年 1 回の集草では，近年の増加傾

向にあるセイバンモロコシ等の侵入・繁茂等の影響

で出水期間中の河川巡視・堤防点検への支障やカラ

シナ等による堤防機能の弱体化等の問題が生じてい

る．そのため，現状の維持管理予算以内で，現行の

除草による堤防植生管理手法に代わる効率的かつ効

果的な堤防植生管理手法が求められている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また，効率的かつ効果的な堤防植生管理手法は，

これまでに幾つかの現地調査や現地実験等を通して

検討 1,2,3,4）しているが，調査分析項目に関しては，

調査の容易さから草丈や視認性等の地上部全般が主

項目となり，地下部は簡易的に計測できる根系強度

5,6,7）に限られていた． 

 しかしながら，堤防植生に求められている治水機

能は，根系強度によって影響される部分が大きく，

その根系の発達状況に影響を与える植生基盤土質そ

のものについても重要な項目であると言える．この

植生基盤土質について十分な検討がされていないこ

とが課題と考えられる． 

植生基盤土質は，堤防の築堤時においても考慮す

べき項目であるが，指定された土取場からの採取土

を用いることが多く，特に堤防植生に適した植生基

盤土質という視点から選定していないのが現状であ

る．採取土によっては埋土種子による発芽等を含め

て，外来植物等が侵入・繁茂し，視認性の悪化や堤

体強度の低下等の問題が生じている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 1･2 植生基盤土質 

草丈 2m 以上 

図 1･1 セイバンモロコシが繁茂した堤防
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本検討では，堤防植生管理を行う上で効率的に区

分可能な堤防植生タイプ 1）を基に，各植生基盤土質

について物理特性及び化学特性を把握した上で，堤

防の維持管理に支障が生じにくい堤防植生に適した

基盤土質を導くことを目的として，既往知見と利根

川上流における現地調査をとおして分析評価等を行

い，とりまとめを行った． 

検討フローは，図 3･1のとおりである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２. 分析項目の選定 

 
植生基盤土質の検討にあたり，植生と関係性のあ

る一般的な分析項目について整理を行った．分析項

目の整理にあたっては，緑化や造園の分野における

土質分析項目や築堤上必要な堤防の土質条件の事例

8,9)を収集し，その中で整理された指標から適切なも

のを選定した．整理結果は，表 2･1のとおりである． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2･1 植生と関係のある一般的な分析項目 

分析項目 項目の説明

物
理
性

粒度組成 
堤防土質を調整するに当たっての基
礎的情報であり，締め固めの強さ，透
水性，保水性の指標となる． 

固相率 
土中における個体，液体，気体の比
率を示すもので，土の硬さや水交換
の程度等が評価できる． 

コーン指数 
（土壌硬度） 

堤防の締め固め度合いで変化し，土
壌硬度が高いと根が伸長せず植物が
活着具合の指標となる． 

有効土層厚 
一般的に根の生育が可能な土壌硬
度をもつ土の厚さとして評価する． 

過湿になる深さ 
地表近くに地下水面がある場合に，
植物の生育を阻害する要因となる．
堤防ではあまり問題とならない． 

土色 
目視で評価する土の色で，土質や酸
化度合い等の指標になる． 

礫含有量 

礫質な土質は植生に対して好ましく
ないため，評価指標として用いる．利
根川の堤防では礫をほとんど含まな
いので，問題はない． 

有効水分保持量

土中の空隙が水を保持する量を示
す．植生は土の湿潤度合いによって
変化するため，植生管理上重要な指
標となる． 

飽和透水係数 
土中に含まれる水の量や水が浸透す
る速度に関する指標． 

化
学
性

硝酸態窒素 窒素の内，無機態となっている窒素
の量を直接計測するものである． アンモニア態窒素

全窒素 
全窒素含有量は将来植物に利用さ
れる無機態窒素の全量を示し，土壌
肥沃性の目安となる． 

有効態リン酸 
植物が吸収利用可能な状態を有効
態リン酸と言い，不足すると葉の光沢
が悪くなるなどの欠乏症状が現れる．

交換性カリウム 

カリウムは炭水化物合成や移動など
植物の重要な生理活動に関与し，交
換性カリウムは植物が有効に吸収で
きる指標となる． 

交換性カルシウム 土中に含まれる微量物質で，植物の
生長に影響を与える．しかしその程度
は，炭素及び窒素，リン，カリウムに比
べて重要ではない． 

交換性ナトリウム

交換性マグネシウム

交換性マンガン

塩分／塩素濃度

土壌中に含まれる塩分の量の指標と
なり，海岸部など塩の影響を受ける場
所では植物の生長へ大きな影響を与
える． 

電気伝導度（ＥＣ）
電気伝導度は土壌中の養分の過不
足を判断する指標となる． 

塩基置換容量
(CEC) 

土が肥料を吸着できる能力（保肥力）
のことで，肥料の保持力や植物の生
長の指標となる． 

腐植（強熱減量）
土壌中の有機物量の目安となり，表
土の腐植土化の進行状況が分かる．

Ｃ／Ｎ比 
窒素(N)と炭素(C)のバランスを示し，
落ち葉などの有機物分解速度の指標
となる． 

ｐＨ(H2O) 

土壌の化学性は pH (水素イオン濃
度)の如何で無機養分の溶解度や微
生物の活動などと密接な関係がある
指標である． 

①分析項目の選定 

②調査方法の検討 

③分析および適正度評価結果 

・既往の文献・研究資料等を基に，代表的
な堤防上に生育する植生と基盤土質との
関係について整理し，必要な調査項目
や評価基準等を明確化する． 

・代表的な堤防植生タイプ(シバ，チガヤ，
外来牧草タイプ等)を基準に調査地点を
抽出し，50 箇所にて地上部･地下部の調
査を実施する． 

④植栽土質から見た堤防植生遷移の整理

⑤まとめ 

図 1･3 検討フロー 

・上記①及び②の情報から，堤防植生タイ
プと植生基盤土質に相関性があるかを分
析し，植生を決定させる要因となる項目
について適正度評価結果から考察する．

・適正度評価結果かを基に，植生基盤土
質から見た堤防の植生遷移について整
理する． 

・分析評価結果を整理し，今後の維持管
理に向けた課題と対応策等についてとり
まとめる． 
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上記の一般的な基盤土質分析項目から，堤防植生

に適した基盤土質の評価が可能と考えられる分析項

目の絞込みを行った．具体的な手順としては，堤防

植生との相関性が「高い」となっている項目を抽出

し，分析項目としての妥当性が「低い」項目を除外

して，10 の分析項目に絞込みを行った．絞込結果は，

表 2･2のとおりである． 

次に，絞込みを行った 10 分析項目について，植栽

基盤としての適正度評価基準(案)を知見 8,9)を基に

表 2･3 のとおり設定した．設定方法は，既往の知見

を基にして各分析項目と植物との適正度についてⅠ

を適正が高い，Ⅱを適正がある，Ⅲを要土壌改良，

Ⅳを適正に乏しいに分級し，Ⅰを◎２点，Ⅱを○１

点，Ⅲを△０点，Ⅳを×-1 点として設定した．その

合計値を基に，現状における植栽基盤としての適正

度評価を行った． 

なお，適正度評価は，築堤時における堤防植生の

基盤土質がシバタイプやチガヤタイプ堤防の維持に

適するかを判断するとともに，堤防の維持管理に支

障が生じにくい堤防植生に適した基盤土質を導くた

めの基礎資料として活用する． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2･3 各分析項目の適正度評価(案)：参考値 

項目 単位 

植栽基盤としての適正度評価基準（案） 

Ⅰ (◎2 点)
適性が高い 

Ⅱ (○1 点)
適正がある 

Ⅲ (△0 点) 
要土壌改良 

Ⅳ (×-1 点)
適正に乏しい

物 

理 

性 

1 粒度組成 ― 
壌土(L) 
砂質壌土(SL)

シルト質壌土(SiL)
砂質埴壌土(SCL)
埴壌土(CL) 

砂土(S) 
壌質砂土(LS) 
砂質埴土(SC) 
軽埴土(LiC) 

重埴土(HC) 

2 コーン指数(土壌硬度) kg/cm2 20 未満 20～30 30～50 50 以上 

3 有効水分保持量 l/㎥ 120 以上 120～80 80～40 40 未満 

化 

学 

性 

4 全窒素 g/kg 1.4 以上 1.4～0.6 0.6 未満 ― 

5 有効態リン酸 mg/kg 200 以上 200～100 100 未満 ― 

6 交換性カリウム cmol(+)/kg 3.0 以上 3.0～1.0 1.0 未満 ― 

7 電気伝導度（ＥＣ） dS/m 0.2 未満 0.2～1.0 1.0～1.5 ― 

8 塩基置換容量(CEC) cmol(+)/kg 20 以上 20～6 6 未満 ― 

9 Ｃ/Ｎ比 ― 10 未満 10～20 20 以上 

10 pＨ(H2O) ― 5.6～6.8 
4.5～5.6 

6.8～8.0 

3.5～4.5 

8.0～9.5 

3.5 未満 

9.5 以上 

※参考：近藤三雄(1994)「公共緑化の芝生 アメニティターフを

めざして」，日本土壌協会「有機農業の基礎知識」 

表 2･2 分析項目の絞込み 

分析項目 
堤防植生と 

の相関性 

分析項目として

の妥当性 

絞込

結果

物

理

性

粒度組成 高い  ◎ 1

固相率 高い 分析の手間  

コーン指数(土壌硬度) 高い  ◎ 2

有効土層厚 低い   

過湿になる深さ 低い   

土色 低い   

礫含有量 低い   

有効水分保持量 高い  ◎ 3

飽和透水係数 高い 
分析の手間， 

不安定なデータ 
 

化

学

性

硝酸態窒素 やや高い 環境で変性， 

不安定なデータ 

 

アンモニア態窒素 やや高い  

全窒素 高い  ◎ 4

有効態リン酸 高い  ◎ 5

交換性カリウム 高い  ◎ 6

交換性カルシウム 低い   

交換性ナトリウム 低い   

交換性マグネシウム 低い   

交換性マンガン 低い   

塩分／塩素濃度 高い 内陸では差がない  

電気伝導度（ＥＣ） 高い  ◎ 7

塩基置換容量(CEC) 高い  ◎ 8

腐植（強熱減量） 高い 
代替可能(C/N 比),

不安定なデータ 
 

Ｃ/Ｎ比 高い  ◎ 9

ｐＨ(H2O)  高い  ◎ 10
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図 3･1 調査実施場所

凡例 合計
シバタイプ 8
チガヤタイプ 8

ネズミホソムギ型 8
セイバンモロコシ型 8

外来牧草タイプ オニウシノケグサ型 3
カラシナ･アブラナ型 3
セイタカアワダチソウ型 3

オギ・ススキタイプ 3
広葉タイプ 3

3
50

堤防植生タイプ

合計

近年施工した堤防(7割堤H25.26.27年施工)

堤防植生タイプ凡例 

３. 調査方法の検討 

 

調査方法は，利根川上流管内における堤防植生タ

イプから対象種と地点数を抽出して調査実施場所の

設定を行い，現地にてサンプル採取を実施した． 

詳細については，次のとおりである. 

 

3.1 調査対象と地点数 

 

調査対象は，利根川上流管内における主な堤防植

生タイプとし，地点数はシバタイプ，チガヤタイプ，

外来牧草タイプ(ネズミホソムギ型，セイバンモロコ

シ型)の 4タイプは各 8地点とした． 

上記 4タイプ以外に，外来牧草タイプ(オニウシノ

ケグサ型，カラシナ･アブラナ型，セイタカアワダチ

ソウ型）と，オギ・ススキタイプと，広葉タイプの

5 タイプは各 3 地点とした．また，近年施工した堤

防(7 割堤表土敷き均し施工箇所)の植生基盤土質を

把握するため，H25.H26.H27 年において施工が完成

した箇所を各 1地点ずつ選定し 3地点とした． 

内訳は，表 3･1のとおりである． 
 
3.2 調査実施場所 

 
調査実施場所は，各堤防植生タイプの判定根拠とな

る植生が優占する典型的な場所とし，上下流，左右岸，

支川にバランス良く配置し，縦断方向の基盤土質の変化

についても把握できるように図3･1のとおり設定した． 
 
3.3 採取位置と採取方法 

 

サンプルの採取位置は，堤防の裏法面を基本とし，

堤防川裏法面を 2 分割した上で，その上段の中央付

近に 3m×3m のコドラートを設け，周辺の平均的なサ

ンプルが採取できる位置とした． 

採取方法は，分析方法の違いにより，撹乱採取と

不撹乱採取(有効水分保持量用)の２種類とした． 

具体的には，図 3･2のとおりである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3･2 採取位置と採取方法 

凡例 項目 採取方法 

● 撹乱採取 

3×3m コドラート周辺の平均的な基盤

土質を採取するため，3 か所から採取

して分析に供する．採取位置はコドラ

ートの中心に 1 点，コドラート外の上

下に 1点ずつ，計 3か所とする 

●
不撹乱採取 

(有効水分保持量用)

3×3m コドラート周辺の中心の基盤土

質を一か所採取する 

表 3･1 調査対象と地点数 

１

１
3m 3m

ｺﾄﾞﾗｰﾄ 
3m×3m 

法肩

法尻
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3.4 調査実施状況 

 

 調査実施時期は，2015 年 9 月 30 日から 10 月 7日

のうち降雨による影響が少なく，乾燥した状態の土

質が採取できる日とした．詳細な調査地点と調査日

は，表 3･2のとおりである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお，代表的な堤防植生タイプにおける現地状況

とサンプルは，図 3･3 のとおりである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3･2 調査地点と調査日 
堤防植生タイプ No 河川 岸 法 km 調査日

シバタイプ 

1 利根川 左 裏 91.5 10/7 

2 利根川 右 裏 104.0 10/7 

3 利根川 左 表 117.5 10/6 

4 利根川 右 表 131.3 9/30 

5 利根川 右 裏 139.0 9/30 

6 利根川 右 表 150.0 9/30 

7 利根川 左 裏 177.0 10/1 

8 渡良瀬川 左 裏 9.1 10/6 

チガヤタイプ 

9 利根川 右 裏 90.2 10/7 

10 利根川 右 表 120.0 10/6 

11 利根川 左 裏 131.5 10/6 

12 利根川 右 裏 137.0 9/30 

13 利根川 左 裏 144.0 9/30 

14 利根川 左 裏 179.4 10/5 

15 巴波川 右 裏 1.5 10/5 

16 渡良瀬川 右 裏 10.7 10/5 

外来牧草ﾀｲﾌﾟ 

(ﾈｽﾞﾐﾎｿﾑｷﾞ型) 

17 利根川 右 裏 89.7 10/7 

18 利根川 右 裏 95.3 10/7 

19 利根川 右 表 98.3 10/7 

20 渡良瀬川 左 裏 3.9 10/5 

21 渡良瀬川 左 裏 12.1 10/6 

22 思川 右 裏 0.1 10/5 

23 巴波川 左 裏 -1.2 10/5 

24 巴波川 左 裏 0.7 10/5 

外来牧草ﾀｲﾌﾟ 

(ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ型) 

25 田中調節池 右 表 86.2 10/7 

26 利根川 左 裏 109.8 10/6 

27 利根川 右 裏 129.0 10/6 

28 利根川 左 裏 150.4 9/30 

29 利根川 右 裏 153.5 10/1 

30 利根川 右 表 161.0 10/1 

31 
第二調節池 

囲繞堤 
左 裏 5.1 10/6 

32 渡良瀬川 右 裏 9.9 10/1 

外来牧草ﾀｲﾌﾟ 

(ｵﾆｳｼﾉｹｸﾞｻ型) 

33 渡良瀬川 右 裏 8.9 10/1 

34 巴波川 右 裏 3.2 10/5 

35 巴波川 右 裏 3.7 10/5 

外来牧草ﾀｲﾌﾟ 

(ｶﾗｼﾅ･ｱﾌﾞﾗﾅ型) 

36 利根川 右 裏 89.5 10/7 

37 利根川 右 裏 93.9 10/7 

38 巴波川 左 裏 0.3 10/5 

外来牧草ﾀｲﾌﾟ 

(ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ型) 

39 利根川 右 表 170.8 10/1 

40 利根川 右 表 171.5 10/1 

41 渡良瀬川 右 表 11.5 10/5 

オギ･ススキタイプ 

42 利根川 右 裏 102.0 10/7 

43 利根川 右 裏 118.8 10/6 

44 利根川 右 表 150.7 9/30 

広葉タイプ 

（カラムシ型） 

45 利根川 右 裏 93.0 10/7 

46 利根川 右 裏 94.9 10/7 

47 利根川 右 裏 169.2 10/1 

近年完成した堤防 

(7 割堤防) 

48 利根川 右 裏 133.5 9/30 

49 利根川 右 裏 134.0 9/30 

50 利根川 右 裏 136.0 9/30 

6 シバタイプ◎ 川俣出張所管内 SCL(砂質埴壌土)

  

14 チガヤタイプ◎ 八斗島出張所管内 SL(砂質壌土)

  

19 外来牧草ﾀｲﾌﾟ(ﾈｽﾞﾐﾎｿﾑｷﾞ型) 目吹出張所管内 LiC(軽埴土) 

  調査時:ｱｷﾉｴﾉｺﾛｸﾞｻ

27 外来牧草ﾀｲﾌﾟ(ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ型) 大利根出張所管内 LiC(軽埴土)

  

44 ｵｷﾞ･ｽｽｷﾀｲﾌﾟ（オギ） 川俣出張所管内 CL(埴壌土) 

  

49 近年完成した堤防（7割堤 H26 年完成） 大利根出張所管内 LiC(軽埴土)

  調査時:ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ

図 3･3 代表的な現地状況とサンプル 
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４. 分析および適正度評価結果 

 
 現地調査で採取したサンプルについて，分析項目

毎に定量分析を行い，得られたデータを基にして，

堤防植生タイプ別に植栽基盤としての適正度評価基

準(案)に基づいて評価を行った． 

各項目の分析方法は，堤防植生タイプ毎を横軸に，

各分析項目を縦軸に設定し，評価軸としての適正度

評価基準(案)を背景に合わせ分析した(図 4･1,4･2)．

各分析および適正度評価結果は，次のとおりである．  
 

(1)粒度組成 

シバとチガヤタイプは，SL(砂質壌土)や SCL(砂質

埴壌土)のような砂質が混じる箇所が多く見られ，植

栽基盤として適正が高い傾向を示していた.外来牧

草タイプは，LiC(軽埴土)や SC(砂質埴土)のような

粘質が混じる箇所が多く見られ，植栽基盤として要

土壌改良となる傾向を示していた．(図 4･1,①) 

 

(2)コーン指数(土壌硬度) 

全タイプともに深さ 0cm(表層)は，5kg/㎡程度と

なり差はあまり見られなかった.深さ 5cm 以下にな

るとシバタイプと７割堤防は，それ以外のタイプと

比べて 50 kg/㎡を超える硬さとなり，植栽基盤とし

て適性に乏しい傾向を示していた．また，貫入不可

となる箇所がシバタイプでは深さ 10cm，７割堤防で

は深さ 15cm で見られた. (図 4･1,②) 

 

(3)有効水分保持量 

シバとチガヤタイプは，それ以外のタイプと比べ

て有効水分保持量が 120L/㎥を超えるような高い箇

所が多かった.また，７割堤防については，80 L/㎥

より少ない箇所が見られるため，植栽基盤として要

土壌改良となる傾向を示していた．(図 4･1,③)  

 

(4)全窒素(N) 

全タイプともに植栽基盤として適正がある全窒素

量0.6 g/kg以上の値を含んでいる傾向を示していた．

ただし，シバタイプと７割堤防は，全窒素量がその

以外のタイプに比べて1.0 g/kgより低い箇所が多い

傾向となっていた.特にシバタイプについては植栽

基盤として要土壌改良となる0.4 g/kgの箇所も見ら

れた．(図 4･1,④)  

 

(5)有効態リン酸(P2O5) 

全タイプともに有効態リン酸は，100mg/kg より低

い箇所が多く植栽基盤として要土壌改良となる傾向

を示していた.その中でも特にシバとチガヤタイプ

と７割堤防(一部ネズミホソムギ)は，50mg/kg を下

回る箇所が多い傾向を示していた．(図 4･2,⑤)  

 

(6)交換性カリウム(K) 

シバタイプと７割堤防は，それ以外のタイプと比

べて交換性カリウムが1.0 cmol(+)/kgより低い箇所

が多く植栽基盤として適正に乏しい傾向を示してい

た．(図 4･2,⑥)  

 

(7)電気伝導度(EC) 

全タイプともに植栽基盤として適正が高い

0.2ds/m より少ない値の傾向を示しており，特に傾

向の差は見られなかった．(図 4･2,⑦)  

 

(8)塩基交換容量(CEC) 

全タイプともに植栽基盤として適正が高いまたは

適正のある6 cmol(+)/kgより少ない傾向を示してお

り，特に傾向の差は見られなかった．(図 4･2,⑧)  

 

(9)Ｃ/Ｎ比 

シバタイプと７割堤防は，のＣ/Ｎ比が 20 程度と

なりやや高く，それ以外のタイプは 10 程度となりＣ

/Ｎ比が低い傾向を示していた．(図 4･2,⑨)  

 

(10)ｐＨ(H2O) 

全タイプともに植栽基盤として適正が高いまたは

適正のある 5.6 から 8.0 とる傾向を示していた. 

シバとチガヤタイプは，5.5 から 7.0 の範囲内が

多くやや酸性であり，外来牧草等は，7.0 を超えや

やアルカリ性であった．(図 4･2,⑩) 
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図 4･1 分析および適正度評価結果 1/2 
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図 4･2 分析および適正度評価結果 2/2 

５. 植栽基盤としての適正度評価 

 
 堤防植生タイプ毎の分析結果を平均し植栽基盤と

しての適正度評価を行い，前述した参考値を基に数

値化した．結果は，表 5･1と図 5･1のとおりである． 
シバ箇所と７割堤防箇所の適正度評価が低い理由
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(◎2点　○1点　△0点　×-1点)

シバ チガヤ
ネズミホソ

ムギ

セイバンモ

ロコシ

オニウシノ

ケグサ

カラシナ・

アブラナ

セイタカア

ワダチソウ
オギ･ススキ カラムシ ７割堤

平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値

①粒度組成 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ △
②ｺｰﾝ指数(土壌硬度) × ○ ○ ○ ○ ○ △ ◎ ○ △
③有効水分保持量 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ △
④全窒素 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
⑤有効態ﾘﾝ酸 △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
⑥交換性ｶﾘｳﾑ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
⑦電気伝導度(EC) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⑧塩基交換容量(CEC) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⑨C/N比 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑩pH ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

適正度評価 9 14 12 13 11 12 13 15 13 7

表 5･1 植栽基盤としての適正度評価結果 
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適
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評

価
点

(合
計

)

植栽基盤としての適正度評価

外来牧草

低い 

低い

高い 高い 

図 5･1 植栽基盤としての適正度評価結果 

は，両者ともに築堤後間もない堤防であり，十分な

締固め管理がされていることが大きな要因としてあ

げられる(図 5･1)． 
チガヤ箇所の適正度評価が高い理由は，シバ養生

終了後の不安定な植生遷移段階が終わり，チガヤが

定着し基盤土質として安定した条件が整ったものと

考える(図 5･1)．  
オギ･ススキ箇所の適正度評価が高い理由は，チガ

ヤ箇所と同様に基盤土質として安定した条件が整っ

たものと考える(図 5･1)． 
 
６. 植栽土質から見た堤防植生遷移の整理 

 
植栽基盤としての適正度評価の結果を基に，基盤

土質から見た堤防植生遷移について整理を行った． 
以下に，施工時から維持管理時における総張芝と

表土敷き均し工法別の堤防植生遷移イメージのフロ

ーを図 6･1に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シバタイプ 外来牧草タイプ

シバタイプ

外来牧草タイプ

外来牧草タイプ

チガヤタイプ 

チガヤタイプ

維持管理時

養生時

施工時

適正土質

チガヤタイプ 

不適正土質

適正土質

不適正土質

適正土質

不適正土質

盛土の法面保護 

図 6･1 堤防植生遷移イメージ 

総張芝  表土敷き均し工法(7割堤)

※チガヤが侵入
した場合 
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７. まとめ 

 
以上の検討結果について，各分析項目で堤防の維

持管理上で適している「シバ･チガヤの生育に望まし

い植生基盤土質」の視点でまとめると表7･1のとおり

である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただし，上記条件はあくまでも植生部分にとって

好ましい堤防表面の20～30cm程度の範囲のものであ

り，堤体への影響を考慮しないものである． 

今回実施した堤防植生に適した基盤土質の検討に

より，以下の知見が得られた． 

 

①堤防植生タイプと基盤土質の関係性 

シバタイプおよびチガヤタイプにおいて砂質土が

多く，外来牧草タイプにおいて粘性土が多い傾向で

あった． 

シバタイプ堤防や７割堤防では，肥料分や C/N 比

(有機物分解速度)が低い傾向であった．一方，他の

堤防植生タイプは有機物の自己供給が繰り返される

ことから，肥料分や C/N 比が高い傾向であった． 

オニウシノケグサ，カラシナ･アブラナ，カラムシ

のような一部の外来植物や広葉植物のｐＨはややア

ルカリ性が高い傾向であった． 

以上のように，シバ･チガヤタイプのような在来植

物と一部の外来植物では基盤土質の物理性･化学性

が異なる傾向が見られた． 

 

②築堤後の基盤土質の変化 

築堤後間もない堤防では，土壌硬度が高く肥料分

が少なく，植物の植栽基盤としての適正度評価が低

い傾向にある． 

一方，堤防養生(3 年間)終了後は，不安定な植生

遷移段階を経てチガヤ等が定着した堤防では植栽基

盤としての基盤土質が安定し適正度評価が高い傾向

にある． 

 

③堤防維持管理に支障が生じにくい堤防植生に適し

た基盤土質への誘導 

設計施工時において，基盤土質を砂質土や酸性土

に調整することで施工直後から侵入する雑草等を抑

制できる可能性があることや，合わせて窒素等を施

肥することで維持管理上望ましいシバやチガヤの初

期成長を助けることができる可能性がある． 

 
８. 今後の課題と方針 

 

 今後の課題としては，上記の知見を活用して，チ

ガヤ等の堤防に適した植生への遷移が促せるように，

以下のような対応策について検討が必要である． 

・ｐＨ調整,施肥等を考慮した効果的な管理手法 

・施工時における効率的な盛土材の調整方法 

・現場で施工可能なコストの設定 

また，築堤工事が進む７割堤防施工現場等への早

期適用を目指し，堤防機能を維持しつつ植栽基盤と

しての適正度評価をあげる必要がある． 

そのためには，さらなる知見の蓄積と現地実験等

を踏まえた検証を行い，効率的・効果的な方法を導

き出すことが重要である． 

 

 

表 7･1 シバ･チガヤの生育に好ましい植生基盤土質 

項目 条件 

物 

理 

性 

1 粒度組成 
砂質土を多く含む土質 
(若干の粘質土も含む) 

2 コーン指数(土壌硬度) 
植物の根が張りやすい硬度
の土質 

3 有効水分保持量 
水分が保持できる土質 
(粒度･土壌硬度) 

化 

学 

性 

4 全窒素 

植物の生育初期に必要な
適度の肥料分がある土質 

5 有効態リン酸 

6 交換性カリウム 

7 電気伝導度（ＥＣ） 
窒素･リン酸･カリが適度に
水に溶けやすい土質 

8 塩基置換容量(CEC) 
窒素･リン酸･カリが流出せ
ず貯えやすい土質 

9 Ｃ/Ｎ比 
枯葉などの堆積がなく腐葉
土が少ない土質 

10 ｐＨ(H2O) 
シバ･チガヤ(在来植物)が
好む弱酸性の土質 
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シバ植生の長期保持に向けた堤防養生工の検討 
 

塩見 真矢*・山田 政雄**・大澤 寛之*** 
 
 
 
１．はじめに 
 

 堤防養生工は，築堤における張芝後，シバを確実

に根付かせることを目的に 3年間実施される．その

方法は，関東の各河川事務所において独自の方法で

堤防養生工を行っているのが実態である．堤防養生

工終了後（築堤 3年後）の河川堤防の維持管理は，

出水期前及び台風期の堤防の点検に支障がないよう，

それらの時期に合わせて年 2回の堤防除草を基本と

して行っている． 

 近年，張芝が堤防養生後の数年経過し，他の植生

に遷移してしまうことや，堤防養生工が抜根等の人

力施工を主体とすることによる人手不足等の新たな

問題が発生している． 

 これらの問題に対して，現在の知見やコスト等を

考慮した上で，シバ植生の長期保持に向けた新たな

効率的・効果的な堤防養生工の管理手法を検討する

ことが求められている． 

 本研究では，シバ植生の長期保持に向けた効率

的・効果的な堤防養生工の管理手法を提案すること

を目的として，現地での堤防養生工の管理試験を実

施し，その効果を検証するものである．また，本研

究で扱う堤防養生工管理試験は，2014（H26）年度に

築堤後，張芝施工された区間を対象とし，2015（H27）

年度から 2017（H29）年度までの 3 年間を試験期間

としている．本稿では，2015（H27）年度の 1年間の

試験結果を踏まえ，1 年目で確認された効果等を報

告する． 

 

２．堤防養生工の実態と課題 

 

 堤防養生工の管理試験を実施するにあたっては，

渡良瀬川河川事務所管内における堤防養生工の実態

とその課題を把握する必要がある．渡良瀬川河川事

務所管内における堤防養生工について，2015（H27）

年度に実施されている抜根等の方法・頻度・時期等

の実態及びその課題を整理した． 

 

2.1 堤防養生工の実態 

 

 2015（H27）年現在，渡良瀬川河川事務所管内に

おける堤防養生工の方法は，表 2･1 に示すとおり，

養生 1 年目に抜根 3 回（5～6 月，7 月，9～10 月），

養生 2～3 年目に①抜根 3 回（5～6 月，7 月，9～10

月）と芝刈 2 回（7 月，10 月），②芝刈 5 回（毎月），

③芝刈 5 回（7 月に 2 回）の 3 手法，施肥は 3 年間

を通して年 1 回（6 月下旬）実施されている．なお，

養生 2～3 年目の 3 手法については，①の手法を基

本として，②及び③の手法が試行的に実施されてい

る． 

 ここで，本稿で用いる「抜根」，「芝刈」，「施肥」

の定義を以下に示す． 

・「抜根」：雑草の発生を抑える目的として，シバ以

外の雑草を人力抜根し集草すること（積

込・運搬，処分を含む）． 

・「芝刈」：シバの成長を促すこと及び雑草の発生を

抑えること等を目的として，ハンドガイ 
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表 2･1 堤防養生工の実態（2015（H27）年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2･1 堤防養生工の管理手法 

 

ド式草刈機による機械除草を行うこと 

（集草，積込・運搬，処分を含む）． 

・「施肥」：シバの成長を促す目的として，肥料（普

通化成 8-8-8，30 g/m2）を重力式肥料散

布機等を用いて人力散布すること． 

 

2.2 堤防養生工の課題 

 

 近年，張芝が堤防養生後の数年で他の植生に遷移

してしまうことや，堤防養生工が抜根等の人力施工

を主体とすることによる人手不足等の新たな問題が

発生している． 
 

2.2.1 堤防養生工に期待する効果の不足 

 堤防養生工は，張芝後の 3年間，抜根・施肥等を

実施してシバを育成し，シバの定着を目指している．

しかし，堤防養生工終了後の堤防除草（年 2回）に

切り替わった数年後には，外来牧草等へ遷移する箇

所が多く見られ，堤防養生工に期待するシバ植生の

長期保持等の効果が必ずしも得られていないのが現

状である．そのため，現在の堤防養生工についてシ

バ植生の長期保持等の効果の面から見直す必要があ

る． 

 渡良瀬川河川事務所管内において，堤防養生中及

び堤防養生後の堤防植生について，近年の実態（堤

防施工から 1～10 年経過した堤防を対象）を 2014

（H26）年 11 月に現地調査し，堤防植生の遷移状況

を把握した．なお，堤防植生の分類については，佐々

木他（2000）1）より報告されている「堤防植生タイ

プ」を参考とした．「植生タイプ」のうち，「シバタ

イプ」及び「チガヤタイプ」では，外来牧草の混入

割合として，「◎（混入なし），○（2割以下），△（2

～5割），×（5～7割）」とした． 

 堤防施工経過年別の堤防植生タイプ状況の調査結

果を図 2･2に示す．図の横軸に施工経過年別の堤防

を示し，右から左に向かって築堤後，年数が経過し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2･2 堤防施工経過年別の堤防植生タイプ状況の調査結果 

抜根 
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た堤防を示す．また，図の縦軸に，ある堤防施工経

過年の調査箇所における堤防植生タイプの割合を示

す． 
 
1） 堤防養生中の堤防（施工 1～3年目） 

 堤防養生中の堤防では，良好な状態でシバタイプ

（◎，混入なし）が比較的維持されている．ただし，

箇所によっては，堤防養生中であっても外来牧草混

入割合（△，2～5割），（×，5～7割）が多い箇所も

あり，外来牧草等の雑草が繁茂している箇所が多い

ことから，現状の堤防養生工において抜根作業上の

負担になっていると考えられる． 

 

2） 堤防養生工終了後の堤防（施工 4～11 年目） 

 施工 4～5年目の堤防は，概ねシバタイプが維持さ

れている． 

 施工 6年目以降の堤防では，良好な状態でのシバ

タイプ（◎，混入なし）が確認されず，外来牧草タ

イプ及びチガヤタイプに遷移している箇所が多い．

また，シバタイプが維持されている箇所においても

外来牧草混入割合が多くなっている． 

 よって，施工 6年目以降（養生後 3年目以降）の

堤防になると，通常の維持管理（除草年 2回）では

シバタイプが良好に維持されず，外来牧草等のシバ

以外の植生に遷移する傾向にあると推察した． 

 

2.2.2 現場における人手不足 

 各出張所における維持業者へのヒアリングによる

と，抜根作業員の高齢化や，しゃがみ作業等のため

敬遠されるとともに，近年の著しい雑草繁茂への抜

根作業上の負担による増員等により，現場における

人手不足が深刻化している． 

 また，渡良瀬川河川事務所管内における堤防養生

工（抜根，芝刈，施肥）に必要な人員等は，各出張

所における 2014（H26）年度維持管理工事の千㎡あ

たりの標準歩掛を用いて算出した． 

 千㎡あたりの抜根作業員は，芝刈作業員に比べて

約 3倍（標準歩掛見合）の人手が必要であり（図 2･

3），2014（H26）年度渡良瀬川管内実績で延べ約 4,800

人の抜根作業員が携わっている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2･3 工種別 標準人工（千 m2当たり） 
 
 よって，堤防養生工については，人手不足を軽減

できる手法を検討する必要がある． 
 
３．効率的･効果的な堤防養生工の目標 

 
 渡良瀬川河川事務所管内における堤防養生工の現

状と課題等を踏まえた新たな効率的･効果的な堤防

養生工の検討を行う上での目標を設定し，各目標に

向けた検証方針を整理した． 
 
 
 
 
 
 
 
 目標①「3 年以内にシバを確実に根付かせる堤防

養生工」については，3 年以内にシバを確実に根付

かせる堤防養生工に向けて，抜根，芝刈，施肥等の

回数や実施時期を変えた組み合わせを検討し，その

効果を検証する．目標②「現状において深刻化して

いる人手不足を軽減できる堤防養生工」については，

人手不足を軽減できる堤防養生工に向けて，人手が

かかる抜根以外の芝刈等の機械施工へ極力転換する

ことを検討する．目標③「現状の堤防養生工コスト

程度以内の堤防養生工」については，現状の堤防養

抜根：芝刈 ＝ 4.21 人：1.22 人 ＝ 3：1

効率的･効果的な堤防養生工の目標 
 

①3 年以内にシバを確実に根付かせる堤防養生工 

②現状において深刻化している人手不足を軽減できる 

堤防養生工 

③現状の堤防養生工コスト程度以内の堤防養生工 



― 15 ― 

生工コスト程度以内の堤防養生工に向けて，抜根作

業の回数の調整や芝刈等の機械施工へ極力転換する

ことを検討する． 
 
４．維持業者へのヒアリング結果を踏まえ

た工程（案）の作成 

 

 5.1 に示す管理試験ケース設定の参考とするため，

渡良瀬川河川事務所管内で施工している維持業者か

ら，堤防養生工に関するヒアリングを 2014（H26）

年に行い，その結果等を踏まえ，堤防養生工の工程

（案）を作成した． 

 

4.1 維持業者へのヒアリング結果 

 

 渡良瀬川河川事務所管内で施工している維持業者

から，堤防養生工に関するヒアリングを 2014（H26）

年度に行った．その結果について，主な内容を以下に

示す． 

・養生 1 年目については，張芝施工後に植生基盤

土から雑草が一斉に発芽するため，最初の抜根

が重要であり，雑草の根まで掘り起こす等，で

きる限り丁寧に行うことが望ましい．また，3

月末に張芝後，7 月後半以降であれば，シバの

根付具合を確認の上，芝刈を行うことも考えら

れる． 

・養生 2～3年目については，芝刈で対応可能であ

り，雑草の芽生えや成長期などの生活史を考慮し

ながら時期を設定することが望ましい． 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 堤防養生工の工程（案） 

  

上記のヒアリング結果等を踏まえ，堤防養生工の工

程（案）を作成した（表 4･1）． 

 養生 1年目については，雑草が生え揃った時期で

ある 5月～6月中旬に丁寧な抜根，シバが活着した 7

月中～下旬に芝刈，秋に芽生える雑草が生え揃った

時期である 10 月に芝刈を行う． 

 養生 2～3年目については，芝刈を年 5回とし，雑

草の芽生えや成長期等を考慮して時期を設定した． 

 なお，作成した工程（案）は 5.1 に示す管理試験

ケースの設定にあたっての参考とした． 

 

５．試験内容 

 

 堤防養生工管理試験は，2014（H26）年度に築堤後，

張芝施工された区間を対象として，2015（H27）年度

から 2017（H29）年度までの 3 年間を試験期間とし

ている．その試験内容について，管理試験ケース，

試験地及びモニタリング内容を以下に示す． 

 

5.1 管理試験ケース 

 

 管理試験ケースの設定にあたっては，目標を踏まえ，

着眼点を整理した上で，管理試験ケースを設定した． 
 
5.1.1 管理試験ケース設定にあたっての着眼点 

 管理試験ケースの設定にあたっては，目標を踏ま

え，以下の着眼点を整理した． 
 

1） 養生 1 年目における芝刈への切替え時期および

芝刈回数 
 

 

 

 

 

表 4･1 堤防養生工の工程（案）
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・養生 1年目において，人手不足を軽減するために，

「抜根」から「機械施工による芝刈」への切替え

時期およびシバの良好な生育を促すための芝刈回

数について検証を行う． 

・また，張芝施工後に植生基盤土から雑草が一斉に

発芽するため，最初の抜根を必須とし，できる限

り「丁寧な抜根※」を行う． 

 ※丁寧な抜根の作業定義は，以下のとおりである． 

・シバ以外の雑草を抜く際には，根が引き千切れ

ないように，少しゆっくりと引き抜く． 

・シバと見た目が類似した雑草や，シバの草丈と

同程度で見逃しがちのシバ以外の雑草につい

て，確実に引き抜く． 

 
2） 養生 2年目における芝刈回数 

・養生 2年目において，効率的な芝刈回数を導き出

すため，芝刈回数を 3～5回と変化させて，シバの

定着に必要な芝刈回数について検証を行う． 

 

3） 「芝焼き」の導入 

・雑草の種子を焼却するとともに焼却後の灰分が肥

料となりシバの成育のためになる新たな手法とし

て，「芝焼き」の効果を検証する． 
 

5.1.2 管理試験ケースの設定 
 5.1.1 の着眼点に基づき，12 ケースの管理試験ケ

ースを設定した（表 5･1）． 

 対照区 1,2 については，渡良瀬川河川事務所管内

における堤防養生工の実態より，養生 1年目に抜根

3回，養生 2～3年目に抜根 3回と芝刈 2回の対照区

1，芝刈 5回の対照区 2を設定した． 

 試験区 3,4 については，養生 1 年目に抜根 3 回,

養生 2～3年目に芝刈 3回の試験区 3，芝刈 4回の試

験区 4を設定した． 

 試験区 5～7 については，養生 1 年目に抜根 2 回

と芝刈 1 回,養生 2～3 年目に芝刈 3 回の試験区 5，

芝刈 4 回の試験区 6，芝刈 5 回の試験区 7 を設定し

た． 

 試験区 8～10 については，養生 1年目に抜根 1回

と芝刈 2 回,養生 2～3 年目に芝刈 3 回の試験区 8，

芝刈 4回の試験区 9，芝刈 5回の試験区 10 を設定し

た． 

 試験区11,12については，養生1年目に抜根1回，

芝刈 2回と芝焼き 1回,養生 2～3年目に芝刈 3回と

芝焼き 1回の試験区 11，芝刈 4回と芝焼き 1回の試

験区 12 を設定した． 

 表中の太枠については，1年目（H27 年度）の管理

手法が同じもの（対照区 1,2，試験区 3,4，試験区 

 
表 5･1 管理試験実施工程表（案） 
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5～7，試験区 8～10，試験区 11,12）をグルーピング

している． 

 
5.2 試験の実施場所 
 

 試験の実施場所は，渡良瀬川支川秋山川 左岸 1.4 

k付近の堤防川裏（1試験区あたり：幅3 m×法長11.5 

m＝34.5 m2）で，2014（H26）年度に施工された新堤

の一区間とした．（図 5･1） 

 試験地の選定理由は，2014（H26）年度に施工され

た新堤のうち，2015（H27）年 4月にノシバの芽生え

が確認され，ノシバの良好な生育が見込めること，

及び芝焼きの実績があり，堤内地側の地域住民から

の合意形成が得やすいことである． 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 5･1 試験地の設置状況 
 
5.3 モニタリング内容 
 

 本研究においては，2015（H27）年 5 月から 2016

（H28）年 2月まで毎月 1回（12 月，1月はノシバの

休眠期であり，侵入雑草の生育も少ないため，モニ

タリング月から除く）モニタリングを実施した． 

 モニタリング項目は，シバの質を評価するために，

a：シバの根付き具合・生育状況・植被率の把握，b：

シバ以外の植被率及び混入率の把握，c：集草時の刈

草量の把握の観点から設定した． 

 参考として，植生基盤土(採取土)の採取地及び張

芝の生産地において雑草種確認の調査を行い，試験

地におけるシバ以外の雑草種と比較し，侵入種の侵

入経路を把握した．また，ベーン式根系強度計を用

いて，シバの根系強度調査を行い，築堤後，数年経

過したシバタイプ堤防の根系強度と比較し，シバの

耐侵食性の把握を行った． 

 モニタリング項目の方法等については表5･2に示し，

モニタリングスケジュールについては表5･3に示す． 

 
表 5･2 モニタリング項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 5･3 モニタリングスケジュール 

 
 
 
2.2.1 植生と物理環境の関係 

 

 

 

６．効率的・効果的な堤防養生工の評価・

選定方法（案） 

 

 各管理手法を用いた堤防養生工管理試験の評価方

法及び管理手法の選定方法（案）を整理した（図6･1）． 
 
6.1 各目標における評価 
 
 堤防養生工管理試験の評価方法については，各目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

3 m 

10 12 

対照区 対照区 芝焼き 芝焼き

36 m

11.5 m 

上流側下流側 

対照区
試験区

上流側

下流側
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標（目標①～③）ごとに評価を行う． 

 目標①では，a.シバの根付き具合・生育状況・植

被率による評価，b.シバ以外の種類及び混入率によ

る評価，及び c.刈草量による評価からなる「質的な

評価」を行う． 

 目標②では，人手不足の解消度による評価からな

る「人員確保上の評価」を行う． 

 目標③では，各ケースのコストによる評価からな

る「経済性の評価」を行う． 

 
6.2 総合評価及び管理手法の選定 
 
 堤防養生工管理試験の選定方法（案）については，

上記の各目標ごとの評価より，目標①の達成に向け

て，目標②・③についても目標をクリアできている

か，各ケースの総合評価を行う（3 年間の総合評価

を基本とする）． 

 また，各年での総合評価を行い，効果の見通しが

ついた場合，または有効な作業手法と判断した場合

は，実用化実施の判断を行う． 

 その上で，3 年間の総合評価を基本として，各ケ

ースの総合評価結果から効率的・効果的な管理手法

を選定する．ただし，可能であれば，各年の総合評

価結果から早期に管理手法の選定を行うこととす

る． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6･1 効率的・効果的な堤防養生工の評価・選定

方法（案） 

７．試験結果及び評価 

 

 モニタリング調査にて得られた各月の対照区及び

試験区毎のデータを基に，1 年目に確認された効果

等を対照区（対照区 1,2）及び試験区毎（1年目（H27

年度）の管理手法が同じである試験区 3,4，試験区 5

～7，試験区 8～10，試験区 11,12）に要約整理した

（質的な評価）．また，2014（H26）年度維持管理工

事の直接工事費及び標準歩掛を基に，人員確保上の

評価及び経済性の評価を行った．以上を踏まえ，1

年目における総合評価を整理した． 

 

7.1 1 年目に確認された効果等 

 

7.1.1 養生 1年目における芝刈（ハンドガイド）へ

の切替え時期は 7月以降で可能 

 試験地（H27 年 3 月施工）において，図 7･1 に示

すとおり，5月モニタリング時（H27 年 5 月 29 日）

にシバの根付具合が 2，6月モニタリング時（H27 年

6 月 24 日）にシバの根付具合が 3となり，シバ全体

が定着しているため，ハンドガイド走行が可能であ

ることが確認できた（図 7･1）． 

 そのため，7 月以降（張芝後の約 3 ヵ月後）に芝

刈用のハンドガイドの乗り入れが可能となる． 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 7･1 シバの根付具合の試験結果 
 
 
 
 
 

図 7･2 シバの根付具合の状況（代表例） 

 

各目標ごとの評価効率的･効果的な堤防養生工の目標

目標①
3年以内にシバを確実に根付かせる堤防養生工

目標②

現状において深刻化している人手不足を軽減で
きる堤防養生工

目標③
現状の堤防養生工コスト程度以内の堤防養生工

質的な評価
a.シバの根付き具合･生育状況・植被率に

よる評価
b. シバ以外の種類及び混入率による評価
c.刈草量による評価

総合評価
・ 目標①の達成に向けて、目標②・③についても目標クリアできているか、各ケースの総合評価を

行う（３年間の総合評価を基本）
・ また、各年での総合評価も行う。（効果の見通しがついた場合または有効な作業手法と判断した

場合は、実用化実施の判断を行う。）

管理手法の選定
・ 各ケースの総合評価結果から効率的・効果的な管理手法を選定する（３年間の総合評価を基本）
・ 可能であれば、各年の総合評価結果から早めに管理手法の選定を行う。

人員確保上の評価
・人手不足の解消度による評価

経済性の評価
・各ケースのコストによる評価

今後、効率的･効果的な堤防養生工の管理手法により削減できる費用は、

堤防の質を全体的に向上させる堤防養生工以外の作業への活用が可能となる。

1

2

3

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月

a.シバの根付具合
対照区 1～2
試験区 3～7
試験区 8～12

３：芝全体が定着しているため、ハンドガイド走行が可能である
２：芝があまり定着していないため、ハンドガイド走行は勾配に応じて可否を判断する
１：芝が定着していないため、ハンドガイド走行は不可能である

シバの根付き具合：3 シバの根付き具合：2 シバの根付き具合：1
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7.1.2 「丁寧な抜根」は雑草の出現に対する抑制効

果が大きい 

 5 月に「丁寧な抜根」を行った試験区については，

7 月の通常抜根前のシバ以外の雑草の刈草量及び 1

年間の刈草量の合計が，対照区に比べて格段に少な

くなっている．このことから，5月の「丁寧な抜根」

は雑草の出現に対する抑制効果が大きいと考えられ

る．（図 7･3，図 7･4） 
 
7.1.3 施肥の時期は７月の抜根・芝刈後の方がシバ

に対する育成効果は大きい 

 対照区における施肥の時期は，5 月の通常抜根後

の 6月に行っており，シバ以外の雑草に対しても施

肥の効果を与えてしまう結果となっている．（図 7･5 

写真①） 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7･3 刈草量の試験結果 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図7･4 対照区1,2及び試験区3～7における雑草の

出現状況（代表例） 

 
 
 
 
 
 
 
図7･5 対照区1,2及び試験区3～7における施肥の

効果状況（代表例） 
 
 試験区における施肥の時期は，5 月の「丁寧な抜

根」，7月の通常抜根後に行っており，「丁寧な抜根」

の効果もあって雑草が少ないため，シバ自体への育

成効果が出ていると考えられる．（図 7･5 写真②） 
 
7.1.4 ７月からの芝刈への切替えは質的な評価か

らも期待 

 7 月からの芝刈への切替え(試験区 8～12)につい

ては，1）10 月の抜根または芝刈の作業前において

a,b による評価（a：シバの根付き具合・生育状況・

植被率，b：シバ以外の植被率及び混入率）を，2）

10 月の抜根または芝刈の作業後において c（c：刈草

量）による評価を行った． 

 

1） a,b による評価 

 5 月及び 7 月に通常抜根を行った「対照区 1,2」

と，5 月に｢丁寧な抜根｣を行い 7 月に芝刈を行った

「試験区 8～12」を比較（10 月時点）すると，5 月

の「丁寧な抜根」の効果もあって，10 月時点の a,b

による評価の差はあまりなく，質的に同程度と評価

できる． 

 

2） c による評価 

 5 月及び 7月，10 月に通常抜根を行った「対照区

1,2」と，5 月に｢丁寧な抜根｣を行い 7 月と 10 月に

芝刈を行った「試験区 8～12」を比較すると，5月の

「丁寧な抜根」の効果もあって，10 月時点の cによ

る評価では刈草量がほとんど変わらないため，質的

に同程度と評価できる． 

 

丁寧な抜根を行った試験区の方が合計作業時間も短い

雑草多い

雑草少ない

○

×

写真①

写真②

雑草に施肥

×
シバに施肥

○
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刈
草

量
（

g）
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図 7･6 a.シバの根付具合・生育状況・植被率の試

験結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 7･7 b.シバ以外の種類及び混入率の試験結果 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7･8 c.刈草量の試験結果 

 

7.1.5 雑草は植生基盤土からの侵入が多い 

 侵入種の経路調査として，植生基盤土（採取土）

の採取地，シバ生産地において雑草種確認の調査を

行った．試験地におけるシバ以外の侵入した雑草の

種類を以下に示す． 
 

 

 

 

 よって，植生基盤土（採取土）からの雑草の侵入

が多いことが分かった． 

 

7.2 1 年目における総合評価 

 

 堤防養生工管理試験の管理試験ケースについて，

質的な評価，人員確保上の評価及び経済性の評価に

おける結果より，管理試験ケースごとの総合評価（1

年目）を行った．管理試験ケースの総合評価結果（1

年目）は，以下に示すとおりである（表 7･1）． 

 なお，質的な評価については a.シバの根付き具

合・生育状況・植被率による評価，b.シバ以外の種

類及び混入率による評価，及び c.刈草量による評価

から評価結果を整理した．また，人員確保上の評価

については，種別（抜根，芝刈，施肥，芝焼き）の

標準歩掛より各管理試験ケースの人工を算出し，評

価結果を整理した．さらに，経済性の評価について

は，工種別（抜根，芝刈，施肥，芝焼き）の標準単

価 2）より各管理試験ケースの施工単価を算出し，評

価結果を整理した． 
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 各目標毎の評価については，「対照区より優れてい

る（◎）」及び「対照区と同程度（○）」の 2段階評

価とした． 

 

7.2.1 試験区 3～4 
 5 月に「丁寧な抜根」，7月及び 10 月に通常抜根を

行った試験区 3～4については，質的な評価結果が高

く，人員確保上の評価及び経済性の評価においては

対照区と比べて同程度であることから，1 年目の総

合評価は高い． 

 

7.2.2 試験区 5～7 
 5 月に「丁寧な抜根」，7月に通常抜根，10 月に芝

刈を行った試験区 5～7については，質的な評価結果

が高く，人員確保上の評価において対照区と比べて，

約 2割の人手不足の解消度が見込め，また，経済性

の評価においても対照区と比べて約 2割のコスト縮

減効果が見込めることから，1 年目の総合評価は高

い． 

 
 

 

7.2.3 試験区 8～10 

 5 月に「丁寧な抜根」を行い，7月及び 10 月に芝

刈を行った試験区 8～10 については，質的な評価結

果が対照区と比べて同程度であり，人員確保上の評

価において対照区と比べて，約 1割の人手不足の解

消度が見込め，また，経済性の評価においても対照

区と比べて，約 1割のコスト縮減効果が見込めるこ

とから，1年目の総合評価は対照区と同程度である． 

 

7.2.4 試験区 11～12 

 5 月に「丁寧な抜根」を行い，7月及び 10 月に芝

刈を行い，2月に芝焼きを行った試験区 11～12 につ

いては，質的な評価結果が高く，人員確保上の評価

において対照区と比べて，約 1割の人手不足の解消

度が見込め，また，経済性の評価においても対照区

と比べて，約 1割の縮減効果が見込めることから，1

年目の総合評価は高い． 

 なお，芝焼きの効果については，2016（H28）年度

以降に質的な評価として表れることが想定されるが，

1 年目の質的な評価に想定した芝焼きの効果を考慮

して，整理した． 

 
表 7･1 管理試験ケースの総合評価結果（1年目） 
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7.2.5 まとめ 

 以上より，1年目の総合評価としては，「丁寧な抜

根」の効果，７月からの芝刈への切替えでの効果等，

質的な評価が高かったことや，人員確保上及び経済

性の評価においても高いことが確認された． 

 

８．今後の課題 

 

 今後の課題としては，①目標達成に向けた 3年間

の試験継続及び総合評価，②他河川での堤防養生工

管理試験の実施，③堤防養生から堤防除草への切替

え時期の検証，④抜根では抑制できない雑草（シロ

ツメクサ等）対策が挙げられる．上記 4点について，

以下に示す． 

 
①目標達成に向けた 3年間の試験継続及び総合評価 

 本研究においては，3 年間の試験計画のうち，最

初の 1 年目の試験結果の報告を行った．堤防養生 2

年目以降，抜根や芝刈等の管理手法が大幅に変更と

なることから，モニタリングの継続及び総合評価を

行い，より適切な堤防養生工の方法を提案する必要

がある． 

 
②他河川での堤防養生工管理試験の実施 

 本研究では，渡良瀬川河川事務所管内における秋

山川の堤防で試験を実施した．別の河川堤防で同様

の方法を用いて試験を実施した場合，植生基盤土（採

取土），気候，植生等の条件により，同様の結果を得

ることができない可能性がある．他河川でも同様の

堤防養生工管理試験を行い，条件に応じた堤防養生

工の方法を提案する必要がある． 
 
③堤防養生から堤防除草への切替え時期の検証 

 現在，堤防養生工を 3年間実施し，その後，堤防

除草工に切替えることとなっている．しかし，堤防

養生工の目的であるシバを確実に根付かせることを

達成できる期間であれば，必ずしも 3年間でなくと

も良いという考えもある． 

 そのため，堤防養生から堤防除草への切替え期間

の検証をテーマに，通常の堤防養生 1～2年間を実施

した後に，堤防除草年 2回を行い，シバを確実に根

付かせるために必要な堤防養生期間についての検証

を行うことが重要である． 

 

④抜根では抑制できない雑草(シロツメクサ等)対策 

 マメ科多年草のシロツメクサは，試験地において

年間を通して生育がみられ，シバや他の雑草の生育

期間より長いため，10 月の抜根及び芝刈を行った後

も生育・繁茂が確認されている．シロツメクサは生

育初期において，抜根は容易であるが，群落形成後

は，匍匐茎を発生させて生育する性質のため抜根が

地際で千切れる等により，抜根作業は困難となる．

そのため，今後のシバへの影響を考慮して，抜根で

は抑制できないシロツメクサ等の雑草対策を検討す

る必要がある． 
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地域の在来種(七草)による堤防緑化技術の開発 

 
山本 嘉昭*・久保 壮史**・大澤 寛之***・山田 政雄****・吉田 高樹*****・河﨑 和明****** 

 
 
 
１．はじめに 

 

地域固有の多様な動植物が息づき四季が感じら

れる日本の原風景は，かつて里山や半自然草原に見

られたが，人の手が入らなくなったことにより近年，

消失の危機にある． 

しかしながら，この貴重な自然が河川堤防には，

今も残されている．それは，土中に在来植物の種を

含む半自然草原の土が堤防の造成に使われたこと，

河川堤防管理の一環で行われる除草作業が在来植物

にとって適度な攪乱となり，良好な生育環境を維持

できてきたことが主な要因と考えられる． 

また，チガヤ群落は日本固有の在来植物と共生で

きるため，多様な植物の生育環境保全に効果的であ

ることも近年の研究で明らかになってきた． 

これらの状況のもと，この残された原風景をより

広い地域に展開すべく，主としてチガヤの治水機能

に着目した研究を，幅広い研究者の協力を得て「チ

ガヤ群落とその多様性に関する研究」（河川に日本の

原風景を復元するプロジェクト）として，チガヤ及

び在来植生による河川植生を創出する技術開発を行

うこととした． 

本稿は，河川堤防等にチガヤと多様な在来植物を

生育させる生態緑化技術(Eco-Friendly Green 

Technology)の開発に向けて，平成 21～26 年度（2009

～2014 年）に実施した「河川堤防および周辺域にお

ける生態緑化技術の開発に関する研究会」（以下，

EFGT 研究会）について，これまでの報告 1)2)3)を踏ま

えて，とりまとめたものである． 

 

２．研究の背景 
 

2.1 河川堤防における堤防植生 

 

河川堤防は，河川および流域の治水安全度を確保

する上で最も重要な構造物である．この河川堤防は

河川管理施設等構造令 4)において「盛土により築造

する」となっており，いわゆる「土堤原則」が規定

されている．この理由として，材料の取得が容易で

ある，構造物として劣化現象が起きない，基礎地盤

となじむ，将来的な拡築等が容易である，経済的で

あることなどが挙げられる．しかしながら，土堤は

流水や降雨により堤体が侵食される等の弱点を有し

ている． 

流水や降雨による堤体の侵食を防ぐために，法面

を被覆する植生が必要となる．築堤時に用いる堤防

植生はシバであり，理由として施工直後の初期段階

からの耐侵食機能の確保，経済性が挙げられる． 

 

2.2 これまでの堤防植生に関する研究 

 

2.2.1 堤防植生に求められる機能 

堤防植生に求められる機能は，「治水機能」と「環

境機能」の 2つに大別される（図 2・1）．  

*（公財）河川財団 河川総合研究所 上席研究員 
    ** 前（公財）河川財団 河川総合研究所 研究員（現(株)テイコク 環境部 地球環境課 係長） 
   *** 前（公財）河川財団 河川総合研究所 研究員（現(株)エコー 技術本部 河川環境部 主任） 
**** 前（公財）河川財団 河川総合研究所 主管研究員 

 *****（公財）河川財団 河川総合研究所 技術参与 
******（公財）河川財団 参事 
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図 2・1 堤防植生の 2つの機能 

 

「治水機能」は，洪水や雨水に対する耐侵食性を

確保すること，堤防点検や水防活動の支障とならな

い草丈であることが重要である．「環境機能」は，植

生が創出する緑の空間が保持され，野草や昆虫類等

の生物の生育・生息の場となることが必要である． 

特に，堤防の安全度を確保する上で，植生による

耐侵食性の確保は，重要な要素である． 

 

2.2.2 堤防植生タイプ区分と耐侵食機能 

堤防植生は，主に優占種と被度によりタイプ区分

をすることができる．関東地方の主要河川における

堤防植生タイプ区分の研究 5)より，４区分（①シバ

タイプ，②チガヤタイプ，③外来牧草タイプ，④そ

の他植生タイプ）に大別される（図 2・2）．  

 

 

 

 

 

図 2・2 関東地方における主要河川の堤防植生タイプ 

 

一方，植生に覆われた法面の耐侵食機能は，旧建

設省土木研究所の研究 6)により，根毛量によって発

揮されることが明らかとなっている． 

植生タイプ別に表層から 20cm までの平均根毛量

を調査 5)した結果を図 2・3に示す．この図から，シ

バタイプ・チガヤタイプは，外来牧草タイプより耐

侵食性が優れていると言える． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2・3 植生タイプ別平均根毛量（表層～20cm） 

 

2.2.3 シバに代わる堤防植生 

築堤時に施工するシバは，施工後の 3 年間は年 4

回除草等による養生工を実施する．しかし，その後

は年 2回の除草に切り替わることで，シバの十分な

維持管理が出来なくなり，数年後には外来植物に遷

移する等の課題がある． 

このようなシバが抱える課題がある一方で，ネズ

ミホソムギによるイネ科花粉症の防止やコスト削減

への対応という観点から，河川財団（以下，当財団）

では，堤防植生タイプ別の管理手法に係る研究 7）8）

を実施してきた． 

この過程で，シバに代わる堤防植生として「日本

古来より生育するチガヤ」に着目した． 

この結果，チガヤを含む

堤防植生（チガヤタイ

プ）では，植生の生活史

を考慮した除草時期の

調整を行うことで，年 2

回除草で堤防植生に求

められる治水機能・環境

機能を維持できること

が明らか 9)10)となった． 

 

2.3 生物多様性に富んだ堤防植生の創出への取組み 

 

2.3.1 チガヤ堤防に見られる生物多様性 

平成 20 年（2008 年）の生物多様性基本法の制定

に基づき，生物多様性を持つ自然環境を創出する取

組みの必要性，要望が高まってきた．特に，適度な

人為的攪乱のもとで維持されてきた草地環境の減少

①シバタイプ    ②チガヤタイプ   ③外来牧草タイプ 

図 2・4 チガヤ 
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は顕著であり，草地性の種を確保する取組みが重要

である． 

このような背景の中，定期的な除草管理が行われ

る河川堤防において，かつて日本の里地・里山で見

られた数多くの在来植物が共存しているチガヤ型半

自然草地の存在が確認された． 

このことから，チガヤ堤防は年 2回除草において，

耐侵食機能を確保しつつ，生物多様性に富んだ緑地

空間を創出・維持し得る可能性が見出された． 

 

2.3.2 チガヤを基盤とした生物多様性に富んだ堤

防植生の創出への取組み 

上記 2.3.1 を踏まえ，当財団は，河川堤防におけ

る適度な人為的管理（堤防除草）で，維持可能な生

物多様性に富んだ堤防植生を創出・保全できる緑化

技術について，河川に日本の原風景（半自然草地）

を復元する生態緑化技術を開発するプロジェクトと

して発足させた． 

 

３．生態緑化技術の研究概要 
 

3.1 研究の目的 

 
本研究は，河川堤防等に耐侵食性に優れたチガヤ

を優占種とし，かつ日本固有の多様な野草（在来植

物）を創出させ，維持管理コストを軽減しつつ，洪

水に強く，「日本の四季を実感できる緑空間」を効率

的に創造しようとする緑化技術の開発を行うことを

目的とする． 

 

3.2 研究項目 

 
主な研究項目は，以下の 5項目である． 

①全国の堤防植生実態調査 

②河川堤防上の植物多様性ホットスポット 

③在来植物栽培実験 

④外来植物の侵入・定着メカニズム 

⑤生態緑化技術工法等の試作・実証実験 

 

 

3.3 研究体制 

 

東京大学大学院 特任研究員である根本委員を座

長とし，幅広い学識者等の参画・協力を得て

「EFGT(Eco-Friendly Green Technology)研究会」を

組織するとともに，当財団が事務局となり，研究を

実施した（表 3・1）．  

 

表 3・1 研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．各研究項目の主な成果 
 

以下に，各委員により実施された主な研究成果を

紹介する． 

 

4.1 全国の堤防植生実態調査 

 
4.1.1 目的 

全国のチガヤと多様な在来植物が生育している箇

所を調査し，チガヤを中心とした多様な在来植物の

生育環境の維持・保全のために必要な条件（維持管

理方法，土壌条件等）を明確にすることを目的とす

る． 

 

4.1.2 調査方法 

 

1)調査地 

河川堤防植生の調査地は表 4・1に示した．なお，

本調査は平成21年（2009年）8月より平成25年（2013

年）1月まで行った． 

 

■EFGT 研究会 委員名簿 

座長 根本 正之 東京大学大学院 特任研究員 

小笠原 勝 宇都宮大学 教授 

冨永 達 京都大学 教授 

服部 保 兵庫県立大学 名誉教授 

山田 晋 東京大学 助教 

河﨑 和明 （公財）河川財団 

■事務局 （公財）河川財団 
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表 4・1 調査対象河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)植生調査 

植生調査は，多様性植生調査法 11)に基づき，以下

の手順で実施した． 

河川堤防上に成立している各種草本群落の中で代

表的な植物の成立している立地を調査地点とした．

その調査地点に 5m×5m の方形区を設置し，それを横

に5等分して5m×1mの調査区を連続して5区設定し

た．5m×5m の方形区が設置できない場合は 5m×1m

の調査区を単独で設定した（図 4・1）． 

各調査区の草丈，植被度を最初に記録し，次に調

査区内に生育する全種の目録を作成した．各出現種

の被度（%）値を測定した． 

各調査区から得られた資料を表に組み，各植物の

被度（%）を示した素表，常在度表，部分表，組成表

といった表操作を行って，最終的に出現頻度と平均

被度を示した総合表として群落区分を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・1 堤防上の調査地点における 
 植生調査区の配置 

 

4.1.3 成果 

全国の河川や遊水地等の堤防上に成立している各

種草本群落，特にチガヤ草原を対象とした植生調査

を実施し，23 河川等の 136 調査地点より，662 サン

プルを取得した． 

 

 

 

 

 

 

図 4・2 堤防植生調査対象 

 

この結果，チガヤ草原，チガヤ草原以外の群落を

識別するとともに，チガヤ草原としては，チガヤ－

ツリガネニンジン群落，チガヤ－ヒメジョオン群集

が確認された（表 4・2）．  

チガヤ－ツリガネニンジン群落を特徴づける種と

しては，フジバカマ，カワラナデシコの他，ツリガ

ネニンジン，ウマノアシガタ，カワラマツバ，ホタ

ルブクロなどの日本の草原を彩る多数の野草種が含

まれていた． 

 

表 4・2 堤防上に成立している群落 

 

 

 

 

 

5m 堤防上

調査区5 1m

調査区4 1m

5m  調査区3 1m

調査区2 1m

調査区1 1m

堤防下
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チガヤ－ツリガネニンジン群落の 1調査区あたり

の平均出現種数は 11.9 種から 30.2 種（平均は 20.4

種），チガヤ－ヒメジョオン群集は 7.8 種から 26.8

種（全体の平均は 15.6 種）と明らかにチガヤ－ツリ

ガネニンジン群落の種多様性は高かった． 

平均在来種数も 8.9 種から 25.2 種（平均は 17.0

種）のチガヤ－ツリガネニンジン群落に対し，チガ

ヤ－ヒメジョオン群集では 6.1 種から 20.6 種（平均

は 10.7 種）と上述の結果と同様であった． 

平均外来種数はチガヤ－ヒメジョオン群集の方が

少し多かったが，大きな差は認められなかった． 

平均外来種率は出現種数の少ないチガヤ－ヒメジ

ョオン群集が 32%と高かった（表 4・3，表 4・4）． 

チガヤ型群落以外のシバ群落，ギョウギシバ群落，

セイバンモロコシ群落，オニウシノケグサ群落，イ

タドリ群落はいずれもチガヤ－ツリガネニンジン群

落に比較して平均在来種数は低く，平均外来種率は

高かった（表 4・5）． 

 

表 4・3 チガヤ－ツリガネニンジン群落の平均出現
種数，平均外来種率などの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4・4 チガヤ－ヒメジョオン群集の平均出現種数，
平均外来種率などの比較 

 

 

 

 

 

 

 

表 4・5 シバ群落，セイバンモロコシ群落などの 
平均出現種数，平均外来種率などの比較 

 

 

 

 

 

これらのことから河川堤防の保全・防災・美観

に加えて，生物多様性，日本の文化性や風土性を

保全するためにも，河川堤防植生としてはチガヤ

－ツリガネニンジン群落がもっとも望ましいと認

められた． 

 

4.2 河川堤防上の植物多様性ホットスポット 

 
本研究では，多様な植物が生育する場を「ホット

スポット」と定義する．調査は利根川，鬼怒川，木

津川のチガヤ型堤防のホットスポットを対象とした． 

ここでは，木津川（木津川市山城町上狛地先）の

事例を紹介する． 

 
4.2.1 目的 

チガヤが優占し，多くの在来種が共存する河川堤

防を復元することを目的に，木津川の河川堤防を植

物多様性ホットスポットとみなし，その植生を調査

した． 

 
4.2.2 調査方法 

1)植生調査 

植生調査は，コドラート調査，及びフェノロジー

（生物季節）調査を実施した． 

コドラート調査は，5m×1m の調査区を 4m 間隔に 3

区設け，各調査区を 1m×1m に分割した．合計 15 の

コドラートについて，平成 22 年（2010 年）4月～平

成 23 年（2011 年）3月に，出現種，その草高および

被度を記録した．得られたデータから Shannon の多

様度指数（－∑pilnpi，ただし，pi は i 番目の種の

相対優占度）を算出した． 

フェノロジー調査は，カワラナデシコ，フジバカ

マ，ナガボノワレモコウ，ヒオウギ，スズサイコ，

番号 河川名
調査
区数

総在来
種数

総外来
種数

総出現
種数

総外来
種率

平均
在来種数

平均
外来種数

平均
出現種数

平均
外来種率

1 米代川 15 43 19 62 31 16.4 6.7 23.1 29

2 雄物川 21 53 19 72 26 12.6 6.0 18.6 31

3 鳴瀬川 30 63 11 74 15 17.7 3.6 21.3 18

4 阿賀野川 5 31 4 35 11 21.8 2.6 24.4 11

5 黒部川 25 58 15 73 21 14.0 3.1 17.1 18

6 利根川 20 41 12 53 23 14.1 3.7 17.7 20

7 木津川 40 64 15 79 19 14.0 4.0 18.1 22

8 斐伊川 25 39 9 48 19 12.2 3.4 15.6 22

9 重信川 10 23 7 30 23 8.9 3.0 11.9 26

10 小丸川 10 39 12 51 24 17.7 3.2 20.9 15

11 一ツ瀬川 5 38 8 46 17 25.2 5.0 30.2 17

12 大淀川 65 107 24 131 18 20.2 3.1 23.2 13

13 川内川 20 52 6 58 10 17.3 1.2 18.5 6

14 肝属川 10 36 7 43 16 21.2 3.0 24.2 12

15 細田川 10 37 3 40 8 19.3 1.6 20.9 7

16 南郷川 5 29 3 32 9 18.8 1.8 20.6 9

平均 19.8 47.1 10.9 57.9 18.1 17.0 3.4 20.4 17.3

番号 河川名
調査
区数

総在来
種数

総外来
種数

総出現
種数

総外来
種率

平均
在来種数

平均
外来種数

平均
出現種数

平均
外来種率

1 名取川 5 17 5 22 23 9.2 3.4 12.6 27

2 阿武隈川 20 26 9 35 26 8.7 3.9 12.5 34

3 阿賀野川 15 33 11 44 25 7.6 3.9 11.5 34

4 利根川 10 13 6 19 32 6.2 1.6 7.8 17

5 猪名川 70 43 50 93 54 7.2 9.1 16.3 54

6 斐伊川 18 37 16 53 30 11.0 4.6 15.6 30

7 重信川 15 22 12 34 35 6.1 4.4 10.5 44

8 小丸川 5 29 13 42 31 14.4 8.2 22.6 36

9 大淀川 65 107 29 136 21 15.7 4.4 20.1 21

10 川内川 5 34 9 43 21 20.6 6.2 26.8 23

平均 22.8 36.1 16.0 52.1 29.7 10.7 5.0 15.6 32.0

番号   河川名    群落名
調査
区数

総在来
種数

総外来
種数

総出現
種数

総外来
種率

平均
在来種数

平均
外来種数

平均
出現種数

平均
外来種率

1 鳴瀬川 シバ群落 10 8 4 12 33 4.4 1.6 6.0 27

2 猪名川 シバ群落 20 27 41 68 60 5.2 10.8 15.9 68

3 川内川 ギョウギシバ群落 5 19 9 28 32 8.4 5.2 13.6 38

4 猪名川 セイバンモロコシ群落 50 33 23 56 41 6.2 4.4 10.5 40

5 阿武隈川 オニウシノケグサ群落 10 21 13 34 38 7.4 8.1 15.5 53

6 猪名川 イタドリ群落 10 22 17 39 44 7.7 5.8 13.5 40

7 広渡川 ススキ群落 10 32 2 34 6 14.0 7.4 7.8 10
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ウツボグサ，サギゴケ，キキョウおよびオミナエシ

について，出芽期，開花期，結実期および地上部が

枯死する時期を調査した． 

 

2)調査地 

植生調査は，木津川市山城町上狛の堤防を対象と

した（図 4・3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・3 モデル植生調査位置図 
（木津川市山城町上狛地先） 

 

4.2.3 成果 

平成 22 年（2010 年）度の調査では，調査期間を

通して，調査地ではチガヤが優占し，合計 59 種が出

現した．この中には，京都府レッドデータブックに

リストされているオガルカヤ，メガルカヤ，マキエ

ハギ，カワラサイコ，イヌナズナおよびスズサイコ

が含まれていた．出現種に占める外来種の割合は

33.9％であった． 

図4・4に示すように，多様度指数は平成22年（2010

年）6 月下旬に行われた刈取りによっていったん低

下したが，その後回復した．また，11 月上旬に行わ

れた刈取り後にも低下した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・4 多様度指数の推移 

平成 22 年（2010 年）4月～平成 24 年（2012 年）

3 月までの 2 年間の各草種のフェノロジーをまとめ

たものを図 4・5に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・5 各草種のフェノロジー 

大規模な攪乱や，逆に攪乱が全くない状況は種多

様性の低下をもたらすが，中程度の攪乱は種多様性

を維持する機能をもつとする説 12)がある．日本では，

かつて人里に近い草地は定期的に草刈りが行われ，

刈られた草は堆肥や家畜の飼料として利用されてい

た．草原性植物で絶滅の危機に瀕している種は多い． 

木津川上狛地先の調査対象地で希少な草原性植物

が残存しているのは，年 2回の定期的な刈取りが，

中程度の攪乱として機能し，遷移の進行を止め，大

型の草本や樹木の侵入を抑制してきたからと推定さ

れる．この観点から，調査対象地の木津川上狛地先

の河川堤防は生物多様性のホットスポットとして貴

重な存在であると結論された． 

 

4.3 在来植物栽培試験 

 
4.3.1 目的 

生態緑化技術への適用性（チガヤとの共生の可否）

を判断するため，チガヤと共存している在来植物の

発芽・生育特性，および維持・保全に必要な条件を

把握する． 

 

4.3.2 調査方法 

表 4.6の主要な在来植物（32 種）を対象に，発芽

特性試験（植物種に応じて恒温条件，変温条件，明

暗条件，温度勾配など），耐陰性試験（無遮光，遮光

（50%，75%，95%）），耐刈取り性試験（1～3 回）を

実施した． 

京都府 
木津川市 

モデル植生箇所：

上狛地先 

種名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

カワラナデシコ

フジバカマ

ナガボノワレモコウ

ヒオウギ

スズサイコ

ウツボグサ

オオヂシバリ

サギゴケ

キキョウ

オミナエシ

6/22 

刈り取り 

11/10 

刈り取り 
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表 4・6 在来植物栽培試験種（32 種） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・6 対象とした在来植物（一部） 

 
4.3.3 成果 

発芽特性試験では，在来植物の種類により発芽率

が異なることがわかった． 

耐陰性試験では，表 4・7，図 4・7 に示すように

無遮光区よりもやや日陰（相対照度 20-25％，10％）

で大きな成長を示したノカンゾウ，ユウガギクが確

認された．一方で，耐陰性に適さないと評価される

ウマノアシガタ，スミレも確認された．これより，

チガヤとの相性については，生育環境下における総

合的な評価が不可欠と考えられる． 

 

表 4・7 異なる照度条件下で育成した場合の 
各種植物の草高（cm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・7 異なる照度条件下で育成した 
各種植物の生育状況 

 

耐刈取り性試験では，刈取り頻度と在来植物の種

類により，刈取り後の草丈及び開花状況に差異が認

められた． 

 

4.4 外来種の侵入・定着メカニズム解析 

 

4.4.1 目的 

チガヤと他の在来種からなる緑地空間の創出を図

るため，外来種（帰化植物）であるセイタカアワダ

チソウの河川堤防への侵入や拡大の現状を把握する

とともに，その定着メカニズムを解析する． 

 

4.4.2 調査方法 

チガヤ型堤防法面における植生調査，及びチガヤ

とセイタカアワダチソウの混植実験を実施した． 

 

1)チガヤ型堤防法面における植生調査 

対象地は利根川右岸 93km 地点の周囲堤（千葉県柏

市大室地先）で，多くの在来植物が生育し，多様性

指数 0.55（2 月）～3.77（8 月）である（総出現種

数は 128 種，1m2当たりの種数は 9～25 種，帰化植物

6種）．堤防法面（長さ 15m，幅 20m）に 1m2メッシュ

をかけ，各メッシュ内に出現したチガヤとセイタカ

アワダチソウを含む主要な種の被度に基づく分布パ

ターンを作成した． 

 

 

ノ
カ
ン

ゾ
ウ

ス
ミ
レ

ウ
マ
ノ

ア
シ
ガ
タ

無遮光区 5相対照度0％ 2相対照度0-25% 相対照度10%

ユ
ウ
ガ

ギ
ク

無遮光区 相対照度 50％ 相対照度 20-25％ 相対照度 10％

NO 種名 NO 種名

1 ワレモコウ 17 ノカンゾウ

2 ツリガネニンジン 18 カワラナデシコ

3 ノハラアザミ 19 ヒオウギ

4 ノアザミ 20 ハハコグサ

5 コウゾリナ 21 チチコグサ

6 オガルカヤ 22 スミレ類

7 ユウガギク 23 コスミレ

8 オミナエシ 24 オヘビイチゴ

9 キキョウ 25 ミツバツチグリ

10 フジバカマ 26 ノジスミレ

11 ナガボノワレモコウ 27 ヒメスミレ

12 ウマノアシガタ 28 トダシバ

13 ホタルブクロ 29 サギゴケ

14 オトギリソウ 30 オオジシバリ

15 アキノタムラソウ 31 スズサイコ

16 ツルボ 32 ウツボグサ

ノカンゾウ 18.8 (100%) 21.8 (116.0%) 36 (191.5%) 22.8 (121.3%)

スミレ 8.3 (100%) 9.3 (112.0%) 5.8 (69.9%) 6.2 (75.1%)

ウマノアシガタ 35.8 (100%) 8.5 (23.7%) 1.3 (3.5%) 1.3 (3.5%)

ユウガギク 4.9 (100%) 5.3 (108.2%) 13.3 (271.4%) 11.3 (230.6%)

相対照度

100% 50% 20-25% 10%
供試植物



― 30 ― 

2)チガヤとセイタカアワダチソウの混植実験 

バット（縦 35cm，横 50cm，深さ 10cm）を使用し，

チガヤ純群落，及びチガヤとセイタカアワダチソウ

の混植群落を作成した．チガヤ苗は 1バット当たり

11 個体を植栽し，人工純群落とした．また，人工純

群落に長さ 3～4cm のセイタカアワダチソウの地下

茎を 6本植栽して，人工混植群落を作成した． 

セイタカアワダチソウの地下茎は，同一個体から

得たものである．混植実験は，二反復で行った． 

 

4.4.3 成果 

1)チガヤ型堤防法面におけるチガヤとセイタカアワ

ダチソウの分布パターン 

植生調査による各メッシュ内に出現したチガヤと

セイタカアワダチソウの被度に基づく分布パターン

を図 4・8に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・8 堤防法面に生育する分布パターン 
（チガヤ，セイタカアワダチソウ） 

 

チガヤは法面の最下部を除く，調査区のほぼ全面

に分布した．一方，セイタカアワダチソウの分布は

法面下部に偏っており，被度も一様でなく，20%以上

とかなり優占するメッシュが 4か所点在した．これ

らの周辺メッシュは，他と比べセイタカアワダチソ

ウの被度が高い傾向にあった． 

また，チガヤとセイタカアワダチソウの被度には，

負の相関がみられたが，有意な差はなかった（図 4・

9）． 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・9 各プロット内の 
チガヤとセイタカアワダチソウの被度 

 

 

2)チガヤとセイタカアワダチソウの草丈の推移 

図 4・10に示すように，混植実験のチガヤの草丈

は，純群落，混植群落の双方とも 7月下旬（経過日

数：70 日）まで，ほぼ同じように伸長した．8月中

旬（経過日数：85 日）になると，セイタカアワダチ

ソウ供試個体の半数（No5:5 本，No3:1 本）が茎の上

部を虫の食害（以下，虫害）によって失った．8 月

中旬以降は，セイタカアワダチソウの虫害が多かっ

た No3 区のチガヤは純群落と同様の草丈で推移した．

一方，大半のセイタカアワダチソウが虫害を免れた

No5 区ではチガヤの草丈はいくぶん低めに推移した． 

セイタカアワダチソウの草丈は，花芽の形成が観

察され始めた 9 月中旬（経過日数：115 日）よりチ

ガヤを上回った．しかし 1個体を残しセイタカアワ

ダチソウが虫害を受けた No3 区では，チガヤが 10

月末（経過日数：160 日）までセイタカアワダチソ

ウより高く，虫害されたセイタカアワダチソウを完

全に被陰した． 

 

 

植被率及びチガヤの被度 チガヤ以外の被度
0 0

＋～33 ＋～24
33～66 25～49
67～100 50～100

y = 10.92x-0.466

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70

セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
の
被
度(%

)

チガヤの被度(%)

n=99
R2=0.208

注）同じ値のプロットが 1ヶ所の場合は白丸，2ヶ所の場合は
灰色の丸，3ヶ所以上は黒丸とした． 

55 45 25 40 60 65 60 45 55 55 60 30 50 55 35 50 50 55 60 65
20 20 45 60 55 35 20 20 50 55 65 60 50 38 45 10 40 30 55 55
25 10 20 35 35 25 35 25 55 45 20 45 10 45 35 20 20 35 30 20
55 50 50 65 55 65 70 70 5 55 25 10 35 35 60 25 30 40 45 45
55 65 60 66 65 45 60 55 25 15 15 20 60 60 65 65 45 65 60
50 50 60 65 67 50 55 30 40 45 35 20 30 55 40 45 65 50 60 55
45 46 45 20 35 25 35 37 17 30 20 25 30 40 25 25 45 35 45 15
30 50 35 25 40 35 55 35 45 20 15 20 25 35 30 20 35 50 48 35
18 25 45 35 18 35 16 12 30 20 15 25 15 10 35 45 45 35 50
40 20 50 45 55 55 55 60 26 25 15 50 50 30 50 55 30 15 20 40
15 25 25 15 25 35 25 47 27 10 25 50 55 45 45 48 20 5 8 12
20 15 35 10 50 25 45 28 10 6 40 55 55 45 47 35 10 12 15
55 15 15 45 35 35 18 35 10 14 5 35 35 50 30 45 50 12 8 35
2 3 3 2 15 10 20 7 3 5 5 10 30 10 10 35 35 45 5 8

4 50 5 2 4 4 25 2 3 19 20 20 15 9

各メッシュ内に出現したチガヤの被度（％）各メッシュ内に出現したチガヤの被度(%) 

2 ＋ 1 ＋ ＋ 1 ＋ 4 4 2
＋ 2 4 ＋ 1 2 1 ＋ 1 3 4 3

＋ 1 1 1 2 1 1 ＋ 1 ＋ 3 4 2
1 2 ＋ 2 1 1

＋ 2 ＋ 2 2 3 4
＋ 1 ＋ ＋ ＋ 1
＋ ＋ ＋

＋ 25 1 4 ＋
＋ 1 2

1 ＋ ＋ 1 ＋ 1
1 ＋ 1 3 ＋ ＋

＋ 1 3 2 ＋ ＋ 3 4 16 5 ＋ ＋ 1 3 1 1
＋ 1 5 4 3 2 2 3 7 42 20 3 1 1 1 ＋ 3
3 6 6 1 3 6 9 10 20 11 5 2 ＋ ＋ ＋ 2 20 15
8 7 2 1 6 17 45 30 6 4 1 2 6 1 12 23

各メッシュ内に出現したセイタカアワダチソウの被度(%各メッシュ内に出現したセイタカアワダチソウの被度(%)
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図 4・10 チガヤとセイタカアワダチソウの 
草丈の推移 

 

3)セイタカアワダチソウの純生産の各器官への分配  

率 

図 4・11に示すように虫害を受けた個体と受けな

い個体では個体の現存量が異なるだけでなく，図

4・12 のとおり，生産物の各器官への分配率にみら

れる傾向が異なった． 

すなわち，虫害を受けた個体は上部の葉が失われ

たが，分枝を発生させて葉（光合成器官）への分配

を増大させたため，C/F 比は虫害を受けない個体よ

り小さくなった．しかしながら虫害個体のうち生育

の悪かった個体は開花結実までに至らなかった． 

また，虫害を受けた個体は T/R 比を小さくして，

地下部への転流を増やし，地下茎の太さは細くても

長く伸ばして，地下茎による周囲への拡大戦術を試

みていることが判明した． 

 

C/F 比：C=非光合成系（根），F=光合成系（葉） 

T/R 比：T=地上部（茎・葉・花）重量，R=地下部（根・地下茎）

重量 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・11 セイタカアワダチソウの個体別乾燥重量
(2013 年 10 月 28 日サンプリング) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・12 セイタカアワダチソウの 
個体別にみた純生産の各器官への分配率 

 

上記の結果より，局所的ではあるがチガヤ群落内

にセイタカアワダチソウが侵入した結果，侵入地点

のチガヤの被度は有意に低下した．また，地上部の

一部を欠損したセイタカアワダチソウは，地上部は

光合成器官（葉）への分配率を高め，地下部は地下

茎をより伸長させる． 

これらのことから堤防法面の全面が刈取られる場

合，チガヤによる被陰効果は期待できず，セイタカ

アワダチソウが消失することはない．このため，セ

イタカアワダチソウを防除する場合，その選択的除

去が重要である． 

 

4.5 緑化技術工法の試作・実証実験 

 
4.5.1 目的 

チガヤと在来植物からなる堤防植生を，速やかに

創出させる緑化技術を開発するため，実証実験によ

り各種のチガヤ植栽工の施工性・効果等を検証する． 

 

4.5.2 調査方法 

調査方法は，チガヤ導入工法，及び現地における

生態緑化工法の実証実験の 2種類を実施した． 

 

1)チガヤ導入工法 

導入工法を比較するため，3工法（種子吹付工法，

苗吹付工法，チガヤ多様性マット工法）について，

実験区（1.5m×1.5m）を 3反復ずつ設置した． 

なお，種子吹付工法では，種子密度（1,000，10,000

粒/m2）を用いた． 

 

注）縦のバーは標準偏差

注)乾燥重量の大きい個体から順に個体番号をつけた

注)個体番号は図 4・11 と対応
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図 4・13 （左上より）種子吹付工法，苗吹付工法，
（下）チガヤ多様性マット工法 

 

2)現地における生態緑化工法の実証実験 

図 4・14 に示すように，利根川右岸 140.5ｋ付近

（埼玉県加須市大越地先）の堤防法面（川裏）を選

定し，生態緑化工法の実験を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・14 実証実験 位置図 
 

実証実験の試験区を 3工区に分け，下記①～③の

3 工法を用いるとともに，種子吹付工法の下部に④

チガヤ多様性マット工法を実施した． 

①種子吹付工法（20m×10m） 

②客土吹付工法（20m×10m） 

③張芝間植栽工法（20m×15m） 

④チガヤ多様性マット工法（1.8m×4m） 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・15 現地実証実験 

種子吹付工法，客土吹付工法に用いた供試資材，

種子の一覧を表 4・8，表 4・9に示す. 

 

表 4・8 種子吹付工法の供試資材および種子一覧表 

 

 

 

 

 

 

表 4・9 客土吹付工法の供試資材および種子一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

張芝間植栽工法は，張芝区（目地張）と裸地区を

4反復ずつ設定した（図 4・16）． 

各調査区において，調査区の左端および下端より

それぞれ 1m 離したところから 1.4m×1.4m（=2m2）

の範囲に在来種播種エリアを設定した（図 4・17）． 

 

 

 

 

 

図 4・16 張芝区（目地張） 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・17 試験区内の配置 
（在来種播種エリア・苗植栽エリア） 

 

客土吹付工法種子吹付工法

張芝間工法

＜実験②＞種子吹付工法                    200 ㎡当り 

材料 品名 数量 単位 備考（1㎡当り） 

種子 チガヤ 400,000 粒 2,000 粒/m2 

 ノシバ 4,000 g 20g/m2 

 スミレ 127,543 粒 640 粒/m2 

 ワレモコウ 12,584 粒 60 粒/m2 

 ユウガギク 33,000 粒 165 粒/m2 

養生材 GS ファイバー 32 kg 0.16kg 

土壌安定剤 ルナゾール AN 0.2 kg 0.001kg 

水  800 ﾘｯﾄﾙ 4 ﾘｯﾄﾙ 

 

＜実験①＞客土吹付工法                    231 ㎡当り 

材料 品名 数量 単位 備考（1㎡当り） 

種子 チガヤ 462,000 粒 2,000 粒/m2 

 ノシバ 4,620 g 20g/m2 

 スミレ 147,312 粒 640 粒/m2 

 ワレモコウ 14,535 粒 60 粒/m2 

 ユウガギク 38,115 粒 165 粒/m2 

生育基盤材 GS ソイル３号 6,000 ﾘｯﾄﾙ 26.0 ﾘｯﾄﾙ 

バーク堆肥  780 ﾘｯﾄﾙ 3.4 ﾘｯﾄﾙ 

養生材 GS ファイバー 90 kg 0.4kg 

土壌安定剤 ルナゾール AN 75 kg 0.3kg 

粘着剤 ｸﾘｺｰﾄ C-402 3.0 kg 0.01kg 

水  5,400 ﾘｯﾄﾙ 23.4 ﾘｯﾄﾙ 

※客土吹付工法は、77m2（1 施工あたり）×3 回を実施 

5m

5m

1m

1m

在来種播種エリア

苗植栽エリア
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平成24年（2012年）4月に，在来種播種エリアにノ

ハラアザミ，ワレモコウ，スミレ，ツリガネニンジン

を播種した．播種密度は，前3者は100 個体/m2，ツリ

ガネニンジンは種子量の制約のため50個体/m2とした． 

平成 23 年（2011 年）に播種・育成したツリガネ

ニンジン，ワレモコウ，スミレの 2年生苗を，平成

24 年（2012 年）5月に在来種播種エリア以外かつ調

査区端から 1m 以上離した試験区のなかに，1試験区

あたり各植物種 3株ずつ苗植栽エリアに植栽した． 

チガヤ多様性マット工法は，大マット（180cm×

80cm）5 枚を 1試験区として，平成 25 年（2013 年）

3月に設置した．チガヤマット（2,000 本/m2）は，

利根川産野草種（カワラナデシコ，カントウヨメナ，

ノアザミ，カントウタンポポ）を植生したものを用

いた（図 4・18）． 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・18 チガヤ多様性マット工法 

 

4.5.3 成果 

1)チガヤ導入工法 

チガヤ導入工法によるチガヤの増加速度，その他

侵入種の定着速度を評価した． 

全ての試験区において，チガヤの被度は 70％以上

となっており，特に，種子吹付工法（高密度播種

10,000 粒/m2），チガヤ多様性マット工法は短期に被

度が上昇した． 

この調査の結果，河川堤防の安定と侵食防止が最

優先であれば，チガヤ多様性マット工法と種子吹付

工法（高密度播種 10,000 粒/m2）によるチガヤ導入

が最も効率的な技術であると考えられる． 

2)現地における生態緑化工法の実証実験 

(1)種子および客土吹付工法 

施工約 2年後には，チガヤ，ユウガギク，ワレモ

コウ，スミレともに，それぞれの積算優占度（SDR2）

は異なるものの，総じて客土吹付区よりも種子吹付

区で大きな値が得られた． 

特に，種子吹付区において，表 4・10に示すとお

り，ユウガギクとワレモコウの生物量は施工区全体

のそれぞれ 60.7%および 17.9%に達し，定着している

ことが確認された．しかし，チガヤについては種子

吹付区においても全体のわずか 0.4%に過ぎず，依然

として増殖していないことが判明した． 

 

表 4・10 施工約 2年後の各植物の定着率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積算優占度（SDR2）： SDR2＝(C’+H’)/2 

C’:被度合計が最大の草種の値を 100 としたときの比数 

H’:草丈合計が最大の草種の値を 100 としたときの比数 

 

本実証実験では，種子吹付工法と客土吹付工法に

ついて 2年間にわたる追跡調査を行った結果，導入

植物（ユウガギク，ワレモコウ，スミレ）は種子吹

付けが最適である．一方，チガヤについては両工法

とも期待された結果は得られておらず，さらなる工

法の改善が必要である． 

 

(2)張芝間植栽工法 

播種した導入種について，図 4・19に示すように

試験期間中にツリガネニンジンの生育個体は確認さ

れなかった．それ以外の種（スミレ，ノハラアザミ，

ワレモコウ）については，張芝区，裸地区ともに全

調査日で生育個体が確認された． 

ツリガネニンジンを除く 3種の生育個体率は，張

芝区ではどの種も 1年目の 7月時点での値が最も高

く，時間経過とともに値が下がる傾向が見られた．

一方，裸地区では時間経過による生育個体率の変化

出現
種数

SDR２

全体 チガヤ ユウガギク ワレモコウ

種子
吹付工

客土
吹付工

1
2
3
4
5

平均

1
2
3
4
5

平均

12
10
8
9
9
9.6

10
8
7
10
12
9.4

2
15

1700.0
2213.0
5051.7
3619.0
4155.0
3347.7
(100%)
2845.0
3157.1
6446.3
4322.6
3588.1
4071.8
(100%)
9110.2
860.0

0
2.3
2.5

60.0
5.7

14.1
(0.4%)

1.7
0

3.3
1.8
0

1.4
(t)
0
0

645
1188
3190
1900
3240
2033

(60.7%)
1116
732
680

1680
222
886

(21.8%)
0
0

390
231
1558
413
410

600.4
(17.9%)

140
0

630
792
96

331.6
(8.1%)

0
0

スミレ

45
17
15
30
60

33.4
(1.0%)

20
1.3
45

1.6
17

20.0
(0.4%)

0
0

工法
調査
地点

対照区1：チガヤマット区、対照区2：試験区上部

対照区1
対照区2

積算優占度（SDR2） 
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が見られないか，2年目に高くなる傾向が見られた． 

また，苗による導入種の生育個体率は，張芝区の

スミレについては最終的に 40%となったが，それ以

外の種では両調査区で 70%以上の値を示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4・19 各導入種の導入総数に対する 
生育個体率の推移 

 

 

 

Fisher の正確確率検定では，生育個体率が全ての

種で全調査日にわたって，苗を植栽した方が播種で

導入するより p<0.001 の水準で有意に高かった（表

4・11）． 

表 4・11 播種と苗の植栽間の 

Fisher の正確確率検定における p値 

 

 

 

 

 

張芝は，ツリガネニンジンを除き，播種により導

入した個体の発芽と初期生育を促す効果を発揮した

が，スミレのような低茎種を 2シーズン目に被圧す

る効果も見られた．よって，張芝の間に在来種を導

入する手法は，シバよりも草高が高くなる種を導入

する際には有効であることが明らかになった． 

在来種の導入方法は，播種よりも苗の植栽のほう

が確実であった．しかし，ノハラアザミのように生

育初期にシバよりも高く葉を広げる種に対しては，

コストのあまりかからない播種が，張芝地への緑化

手法としてはより適すると考えられる． 

 

(3)チガヤ多様性マット工法 

表 4・12に示すように，平成 25年（2013 年）の調

査ではチガヤが 95%の被度を示し，他の野草類もすべ

て確認できた．年2回の通常除草を実施していたが，

平成 26年（2014 年）の調査では上層がセイバンモロ

コシで95%被われ，チガヤの被度は 15%に激減してお

り，他の野草種の生活力も大きく低下していた． 

 
表 4・12 利根川のチガヤ多様性マット工法植栽試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4・20 チガヤ多様性マット工法 植生状況（H25.9） 

 

このように利根川試験地では，1 年目は良好な生

育をチガヤ等の野草類は示していたが，2 年目に試

験区周辺のセイバンモロコシが試験区内に侵入ある

いは試験区上層を被うことによってチガヤ等の野草

類の生育を大きく抑制した．チガヤ草原の形成にあ

2013年 2014年
9/20 8/22

高さ（m） 0.5 1.5
植被率（%） 95 100
チガヤ 95 15
カワラナデシコ 0.3 0.3
ノコンギク 0.2 0.3
コウゾリナ 0.1 ・
ノアザミ 0.7 0.5
トネアザミ 0.1 0.5
カントウタンポポ 0.1 0.5

その他 1 100
1)

調査年月日

1)：その他の種組成．セイバンモロコシ
（95），ヒメジョオン（5），アカツメクサ
（1），ヒメムカシヨモギ（1），エノキグサ
（1），カタバミ（0.5），オニノゲシ（0.5）．
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たって，セイバンモロコシ対策は非常に重要である． 

また，セイバンモロコシが生育していなくても，

チガヤ多様性草原を維持するためには，年 2回程度

の外来種やクズなどの除草が必要である． 

 

５．今後の課題 
 

今後の課題として，以下の 3点が挙げられる． 

これらの課題に関しては，今後の自主研究のテー

マとして取り組んでいく方針である． 

 

①導入植物（地域の在来植物）の種子確保 

チガヤをはじめとする導入植物（地域の在来植物）

に関しては，種子が市場に流通していない．このた

め，実施場所となる周辺堤防等において，種子確保

が重要となる． 

導入植物の種子について，質・量を効率的に確保

する手法の検討を行う． 

 

②実施事例による EFGT 技術のさらなる確立・普及 

生態緑化技術（EFGT）の実用化に向け，現場におけ

る課題を解決し，技術を確立させることが重要である． 

このためには，数多くの実施事例を行い，具体的

な課題の抽出を行い，対応策を検討する． 

 

③普及に向けた導入コストの研究 

生態緑化技術（EFGT）の普及においては，前述の

課題を解決するとともに，導入コストの視点から検

討を行う． 
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堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案）

の改定について 

 
本間 俊行*・山田 博*・鈴木 克尚**・河﨑 和明*** 

 
 
 
１．はじめに 
 

近年，頻発する激甚な災害や笹子トンネルの崩落

事故などを契機として，社会資本の維持管理への社

会的な関心が高まり，維持管理の重要性についても

高まっている． 

平成 25 年 6 月には河川法の一部が改正され，河

川管理施設及び許可工作物に関して，良好な状態に

保つよう維持または修繕の義務を明確化し，管理者

が順守すべき最低限の技術基準等が定められた． 

一方で，管理すべきストックの増大・老朽化の進

行に伴う維持管理費用の増大への対応等，河川維持

管理を適切に進めていくための新たな仕組みの構築

が求められている． 

このような状況の中，平成 27 年 3 月に「堤防及

び護岸点検結果評価要領（案）」と「樋門・樋管点検

結果評価要領（案）」が策定され，今後の堤防等河川

管理施設の適正な維持管理に向けた運用が進められ

ることとなった． 

本稿は，当財団が共同提案体（株式会社建設技術

研究所との共同提案体）の代表者として受託した「河

川管理施設の点検結果評価要領に係る検討業務」に

おいて実施した「堤防等河川管理施設の点検結果評

価要領（案）」の改定に関する検討内容（改定点）を

示すとともに，今後の展開等について述べるもので

ある． 

 

 

２．点検結果評価要領（案）の試行運用 

 

平成 27 年 3 月に策定された「堤防及び護岸点検

結果評価要領（案）」と「樋門・樋管点検結果評価要

領（案）」（以下「H27 評価要領」と示す）の主な内

容と，その後実施されたアンケート及び試行運用結

果から抽出された課題は以下のとおりである． 

 

2.1 H27 評価要領の主な内容 

 

H27 評価要領は，目視を基本とした点検結果を評

価するものである．堤防の評価では，表 2･1の変状

種別において大別し，表 2･2の 4段階区分によって

評価される． 

 

 

工種 機能 機能低下の状態 変状 

堤防

越流防止機能

耐浸透機能 

耐侵食機能 

沈下，すべり， 

パイピング，侵食 

⓪形状の変化 ①亀裂 

②陥没や不陸 

③法崩れ 

④沈下 

⑤堤脚保護工の変形 

⑥はらみ出し 

⑦寺勾配 

⑧モグラ等小動物の穴 

⑨樹木の侵食 

⑩侵食(ガリ) 

⑪漏水・噴砂 

⑫植生の異常 

⑬排水不良 

護岸 耐侵食機能 護岸の崩壊 

⑭法覆工の流出 

⑮背面土砂の吸出し 

⑯基礎部の洗掘 

⑰端部の侵食 

 

表 2・1 堤防及び護岸の変状種別 1） 

*（公財）河川財団 河川総合研究所 研究員 
**（公財）河川財団 河川総合研究所 上席研究員 

***（公財）河川財団 河川総合研究所 理事 
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区分 状態 
変状 

確認 

機能

支障
措置

ａ 異常なし 

・目視できる変状がない，または目視でき

る軽微な変状が確認されるが，構造物の

機能に支障が生じていない状態 

△   

ｂ 
要監視 

段階 

・目視できる変状（軽微な補修を必要とす

る変状を含む）が確認されるが，構造物

の機能に支障は生じていない状態 

・進行する可能性のある変状が確認され，

経過を監視する必要がある状態 

・目視点検では評価が困難であり，詳細調

査を必要とする状態※１ 

○ 

(進行性)
  

ｃ 
予防保全 

段階 

・構造物の機能に支障は生じていないが，

予防保全※２の観点から措置を行うこと

が望ましい状態 

○  ○※４

ｄ 措置段階 
・構造物の機能に支障が生じている状態 

・措置※３（補修又は更新）が必要な状態 
○ ○ ○※５

 

 

 

 

 

 

 

2.2 試行運用結果から抽出された課題 

 

平成 27 年度の出水期前点検について，各地整およ

び都道府県への試行運用とアンケートが実施された

（表 2･3参照）． 

 

表 2・3  試行運用対象 

工種 試行運用対象 

堤防 ・全国の一級河川(109 水系)の直轄管理区間 
・都道府県及び政令指定都市が管理する代表 55 河川 

樋門・ 
樋管 

・全国の一級河川(109 水系)の直轄管理区間内施設 
・都道府県及び政令指定都市が管理する代表 86 施設 

 

 

これらを分析した結果，以下の課題が明確となっ

た． 

・ 護岸の評価項目に関する課題 

・ 評価の偏りに関する課題 

・ 評価様式に関する課題 

 

2.2.1 護岸の評価項目に関する課題 

護岸の評価は，前頁表 2･1の⑭～⑰の 4項目で分

類されるが，護岸表面に現れる変状に対して，「⑭法

覆工の流出」と「⑮背面土砂の吸出し」のどちらの

項目で評価することが適切であるか，評価者に混乱

が生じているものがあった． 

図 2･1は護岸に発生しているひび割れの代表事例

である．左の写真は「⑭法覆工の流出」と評価され，

右の写真では「⑮背面土砂の流出」で評価されてい

る．このように，目視で確認できる変状が同一の「ひ

び割れ」であっても，評価項目の分類においては明

確な指標がない状況であった． 

 

  

図 2・1 ひび割れの評価例 

 

2.2.2 評価の偏りに関する課題 

護岸のひび割れを例とすると，ひび割れ幅 40mm

に対して b評価としている河川もあれば，ひび割れ

幅 30mm に対して c評価としているものもあり，河川

（事務所）単位で評価の偏りが生じているものがあ

った． 

これらは，ある特定の閾値を設けた評価が実施さ

れた事例であり，原因を踏まえた評価が実施されて

いないことが推察された． 

 

2.2.3 評価様式に関する課題 

次頁の図 2･2は H27 評価要領の評価様式の抜粋で

あるが，記入欄が自由書式となっており，評価結果

の分析や，継続的な維持管理の記録（過去の点検結

果との比較や維持管理対策），データベース化等が困

難な様式であった． 

 

３．点検結果評価要領の改定 

 

前述の試行運用結果から抽出された課題に対して，

「評価項目の変更」と「評価区分の定義変更」，「評

価様式の改良」が実施された． 

表 2・2 点検結果評価区分 1）2） 

※１：不可視部分や変状原因の究明が必要な場合など，目視点検では措置の必要

性判断を含めた点検結果の評価が困難であり，詳細調査を必要とする状態 

※２：施設の機能に支障が生じる前に補修等の措置を行い，長期的な機能維持を

経済的に行うこと 

※３：河川管理施設の適切な維持管理が図られるよう，必要な対策を講ずること

（軽微な補修は含まず） 

※４：施設の変状の進行状況，損傷規模，代替性，経済性等を総合的に判断し，

適切な処置を計画的に実施する 

※５：出水等において構造物の機能に支障が生じた場合は，直ちに応急対策を実

施するとともに，速やかに補修等の措置を講じる 

⑭ 法覆工の流出で評価 ⑮ 背面土砂の吸出しで評価

※平成 27 年度の出水期前点検結果に対して試行運用を実施 
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堤防の変状毎の評価（１／２）

※変状種別毎に最も厳しい状況の点検結果評価区分を記入すること。

⓪形状の変化

※①亀裂～⑦寺勾配の評価結果をもとに点検結果評価区分を決定し、記入すること。

Ａ
(異常なし)

②陥没や不陸、③法崩れがｂ(要監視段階)であるが、何れも軽微な変状であることより、ａ(異常なし)とす
る。

⑦寺勾配
ａ

(異常なし)
－ －

点検結果評価区分 所見

⑤堤脚保護工の変形
ａ

(異常なし)
－ －

⑥はらみ出し
ａ

(異常なし)
－ －

③法崩れ
ｂ

(要監視段階)

△k△△△付近の川表法肩に幅○ｍ程度の範囲
で法崩れあり

写真３、４

④沈下
ａ

(異常なし)
－ －

①亀裂
ａ

(異常なし)
－ －

②陥没や不陸
ｂ

(要監視段階)

○k○○○付近の川裏法面に幅△ｍ程度の範囲
で不陸あり

写真１、２

変状種別 点検結果評価区分 変状の種類、状況等 写真番号

 
 
 

 

また，これらの対応以外に，点検と評価の位置付

けや，評価の全体像の把握，河川ごとに特性が異な

ることへの対応等，評価要領の内容の拡充が図られ

た． 

 

3.1 試行運用結果から抽出された課題への対応 
 

3.1.1 評価項目に関する課題への対応 

護岸の評価項目に関して，従来の「⑭法覆工の流

出」と「⑮背面土砂の吸出し」の 2項目は，護岸の

機能低下に繋がる事象であることから，内部の状況

までは詳細点検を実施しなければ判定できないとい

うことが懸念された．そのため，⑭と⑮の評価項目

を統一し，「⑬護岸の破損」という名称に変更された

（図 3･1参照）． 

また，H27 年度の試行運用結果から，護岸のはら

み出しに関する点検結果も確認された．護岸のはら

み出しは，土堤部に起因する変状であることから「⑬

護岸の破損」とは区別し，新たに「⑭はらみ出し」

という項目を加えることとなった． 

さらに，土堤の評価項目の中で，「⑩侵食（ガリ）」

と「⑫植生の異常」は機能低下の状態が同一の状態

（法面の裸地化に繋がるもの）を指していたと考え 

発生する変状
主な原因

洪水
(流水)

材料
劣化

その他外力
(地震等)

⑬護岸の破損 ○ ○

⑭はらみ出し ○

⑮基礎部の洗掘 ○

⑯端部の侵食 ○

耐侵食機能 護岸の
損壊

護岸の機能 機能低下の状態

耐浸透機能 漏水の
発生

発生する変状
主な原因

洪水
(流水)

材料
劣化

その他外力
(地震等)

⑭護岸の流出 ○ ○ ○

⑮背面土砂の流出 ○ ○

⑯基礎部の洗掘 ○

⑰端部の侵食 ○

耐侵食機能 護岸の
損壊

護岸の機能 機能低下の状態

H27.3評価要領

H28.3評価要領

 

 
図 3・1 護岸の機能と発生する変状５）を微修正 

 
られたことから，評価項目を統合し，「⑪侵食（ガ

リ）・植生異常」に変更されたとともに，鋼矢板護岸

の評価項目が新たに追加された．改定後の評価項目

を表 3･1に示す． 
 
 

施設区分 機能 機能低下の状態 変状 
土堤 ・越水防止機能

・耐浸透機能 
・耐侵食機能 

・沈下 
・すべり破壊 
・パイピングの発生 
・侵食     

等 

①亀裂 
②陥没や不陸 
③法崩れ 
④沈下 
⑤堤脚保護工の変形 
⑥はらみ出し 
⑦寺勾配 
⑧モグラ等の小動物の穴 
⑨排水不良 
⑩樹木の侵入 
⑪侵食（ガリ）・植生異常 
⑫漏水・噴砂 

護岸 
(堤防護岸，

高水護岸，

低水護岸※）

・耐侵食機能 
・耐浸透機能 

・護岸の損壊 
・漏水の発生   

等 

⑬護岸の破損 鉄線籠型護岸以外の護岸 
鉄線籠型護岸 

⑭はらみ出し 護岸全般 
⑮基礎部の 

洗掘 
根固工有り 
根固工無し 

⑯端部の侵食 連節ブロック以外の護岸 
連節ブロック 

鋼矢板護岸 ・耐侵食機能 
・土留め機能 

・鋼矢板及び笠コンク

リート等の傾倒 
・鋼矢板護岸からの吸

出し（漏水） 
    等 

⑰鋼矢板の変形，はらみ出し，破損 
⑱鋼矢板の腐食（サビ，孔，肉厚の減少） 
⑲鋼矢板継手部の開き，欠損 
⑳背後地盤の沈下，陥没 
㉑笠コンクリートの変形，破損 

 
 
3.1.2 評価の偏りに関する課題への対応 

評価の偏りは，閾値を設けた評価となっており，

原因を踏まえた評価となっていないことが原因と推

察された．このため，「評価区分の定義変更」と「評

価手順の明示」が実施された． 

表 3・1 各施設に求められる機能と機能低下の状態 4）

※ 低水護岸は原則として評価対象外とするが，堤防防護ラインよりも堤防側に設置されており，

土堤と一体となって防護しているものは評価対象とする． 

図 2・2 H27 年評価様式抜粋（堤防様式）1） 

自由書式なため，
変状の種類，規模
等の分析が困難．

護岸表面に現れ
る変状は同一 

評価項目を統合 
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1)評価区分の定義変更 

改定後の評価区分は，b 評価を「進行する可能性

のある変状」とし，c 評価を「進行性があり予防保

全の観点から，対策を実施することが望ましい状態」

とされ，「進行性」に着目することで原因を踏まえた

評価となるよう配慮された．また，上記と合わせて，

詳細点検実施の位置付けが b評価から c評価に変更

となり，必要に応じて詳細点検（調査を含む）を実

施し，進行性（機能低下の状態）を判断するよう配

慮された（表 3･2参照）． 
 

2)評価手順の明示 
評価の手順として，点検者等が実施する一次評価

と，横断的連絡調整会議等で組織として評価する二

次評価が新たに設定された．組織としての二次評価

においては，既往資料等を踏まえることや，詳細点

検の実施を加えることで，要因を踏まえた評価とな

るよう配慮された（図 3･2参照）．  
 

3.1.3 評価様式に関する課題への対応 

評価様式は，今後の維持管理の効率化に向けて以

下の改良が実施された．改良された評価様式（堤防

の様式２）を次頁の図 3･3に示す． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

変状発見

【二次評価】
横断的連絡調整会議等で

組織として評価※１,※2

(a,b,c,d）

B区分

（要監視段階）※３

C区分

（予防保全段階）※４

D区分
（措置段階）

【一次評価）】

点検者等が機能低下の状
態・進行性を評価

(a,b,c,d）

※評価結果は小文字(ａ、b、c、d)で表示

A区分
（異常無し）

[総合的な評価]
（一連区間又は施設ごと）

※評価結果は大文字(Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ)で表示

[変状箇所ごとの評価]

点 検

 
 
 
 
 
 

 

・ 定量値の記入欄を新設（RMDIS※の改良を考慮） 

・ 全景写真と近景写真の撮影を標準化 

・ 評価理由の記載欄を新設 

・ 過去の点検履歴の記載欄を新設 

 
※ 河川維持管理業務を支援するデータベースシス

テムの全国統一版（River Management Data 

Intelligent System）の略称 

※１． 既往資料等（治水地形分類図，災害履歴，地質情報 築堤履歴，

定期横断測量図，浸透流解析結果，設計資料等）を踏まえる 

※２． 不可視，発生原因が不明な変状については，必要に応じて，詳

細点検（調査を含む）を実施し，その点検結果を踏まえる 

※３． 軽微な補修を必要とする変状を含む 

※４．必要に応じて，詳細点検（調査を含む）を実施 

表 3・2 変状箇所ごとの点検結果評価区分 

図 3・2 評価の手順 4） 

状態（平成２８年要領の記載）

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていない健全

な状態（施設の機能に支障が生じていない軽微な変状を

含む）

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、

進行する可能性のある変状が確認され、経過を監視する

必要がある状態（軽微な補修を必要とする変状を含む）

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、

進行性があり予防保全の観点から、対策を実施すること

が望ましい状態

・ 詳細点検（調査を含む）によって、堤防等河川管理施設

の機能低下状態を再評価する必要がある状態

・ 堤防等河川管理施設の機能に支障が生じており、補修

又は更新等の対策が必要な状態

・ 詳細点検（調査を含む）によって機能に支障が生じている

と判断され、対策が必要なものも含む

評価区分 状態（平成２７年要領の記載）

ａ
異状

なし

・ 目視できる変状がない、または目視できる軽微な変

状が確認されるが、構造物の機能に支障が生じて

いない状態

ｂ

要

監視

段階

・ 目視できる変状（軽微な補修を必要とする変状を含

む）が確認されるが、構造物の機能に支障は生じて

いない状態。

・ 進行する可能性のある変状が確認され、経過を監

視する必要がある状態

・ 目視点検では評価が困難であり、詳細調査を必要

とする状態

ｃ

予防

保全

段階

・ 構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全

の観点から措置を行うことが望ましい状態

ｄ
措置

段階

・ 構造物の機能に支障が生じている状態

・ 措置（補修又は更新）が必要な状態
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堤防及び護岸、鋼矢板護岸の点検結果評価記録様式

岸別 ●岸 ● km+ 地先

■点検結果

No ランク

● ● ●

※方向（形状）は1.亀裂のあった場合のみ記入のこと（縦断、横断、網目状等）

■位置図・概略図・写真等

■同一箇所の点検履歴

●
●
● ● ●H24-●-1 平成●年●月●日 ● ● ● ●

過去の
点検NO

● ●
H25-●-1 平成●年●月●日 ● ● ● ● ● ●
H26-●-1 平成●年●月●日 ● ● ●

コメント（近景写真など）

点検実施日 変状項目
変状の規模(m)

評価
方向(形状) L B H

●

-

状況等
（特記事項）

●●

コメント（全景写真など）

高さ H

●● ●● ●● ● ● ● ●

点検項目 点検箇所 変状項目
変状の規模(m) 評価 補修・詳細点

検等の対応方向(形状) 長さ L 幅 B

●m ●●地先
平成●年●月●日

水系名 ◆◆川水系 河川名 ○■川 距離標

様式2

点検NO 1 点検者 ●●　●● 評価者 ●●　●● 点検年月日

位置図,概略図、全景写真など

位置図,概略図、近景写真など

 
 
 

また，従来の様式は 1枚の様式で任意区間内の全

ての変状を記録する仕様だったが，様式を 3つに分

けることにより，区間ごとの総括と，変状箇所ごと

の評価に対応できるものとなった．各様式の概要は

表 3･3に示すとおりである． 
 

表 3・3 評価様式の概要 
様式 分 類 用 途 

１ 総括表 様式２の集計様式 
２ 変状箇所ごとの評価 評価後の維持・修繕用 
３ 補助写真用様式 様式 2 の補助様式 

 
3.2 評価要領の内容の拡充 
 

試行運用結果から抽出された課題への対応に加え，

今後の河川管理施設の適正な維持管理に向けて，以

下の拡充が図られた． 

・ 点検と評価の流れを体系的に整理 
・ 総合的な評価の新設 

・ 河川ごとに特性が異なることへの対応 
・ 評価工種の追加と点検要領との整合 
 
3.2.1 点検と評価の流れを体系的に整理 

河川管理施設の点検と評価は，河川維持管理計画

に則り，点検・評価を実施することとなる．既往の

基準・要領ではこれらの位置付けが不明確な状態で

あることに加え，4 段階の評価区分もまた位置付け

が不明確であったことから，点検と評価の流れを体

系的に整理し，それぞれの関連性が明確となるよう

配慮された（図 3･4参照）． 
また，詳細点検の位置付けについても同様に整理

され，詳細点検後の再評価が明確となった． 
 

点検の計画

点検

評価

・点検対象、点検の実施時期や点検手法を定める。

・点検の計画に基づいた点検を実施する。

・点検結果について、変状箇所ごと・施設ごとに機能低下の状態を評価する。

・評価結果を踏まえ、補修・更新等の対策を実施する。

・ 変状の発生原因が不明な場

合や、点検結果だけでは評価

が困難な場合は、必要に応じ

て詳細点検(調査を含む)を実

施し、原因分析を行う。

詳細点検

要監視段階

・変状の進行状

況等を継続的

に監視する。

再

評

価

見直し

異常なし

・ 異常が認め

られない。

予防保全段階

・河川維持管理計画を作成する。

措置段階

概ね5年ごとに河川維持管理計画の内容を見直す

・ 機能に支障が生じていないが予

防保全の観点から対策を実施す

ることが望ましい。

・ 詳細点検(調査を含む）によって

機能低下状態を再評価する。

河川維持管理計画

 
 
 
 
3.2.2 総合的な評価 

各河川の堤防等河川管理施設の健全性の全体像を

把握することを目的として，「総合的な評価」が新設

された．堤防と樋門・樋管等の河川構造物における

総合的な評価の単位は以下のとおりである．

図 3・4 堤防等河川管理施設の点検・評価フロー3）4） 

 

図 3・3 堤防の評価様式（様式２）4） 
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1)堤防 

大河川：氾濫ブロック，支派川の分合流点や山付

き箇所などを考慮して設定した「一連区

間」を基本とする． 
中小河川：大河川と同様に「一連区間」を基本と

するが，氾濫ブロックを分けることが困

難な場合は「河川」とすることができる． 
2)河川構造物 

土木施設，機械設備及び電気通信施設が一体とな

って機能を発揮することから，樋門，水門等の「施

設」を基本とする． 
 
3.2.3 河川ごとに特性が異なることへの対応 

河川の特性は河川ごとに異なり，変状の要因・メ

カニズム等についても様々であるため，評価要領で

記載する内容は一律の基準ではなく，各河川に対し

て柔軟に対応できるものとする必要があった． 

このため，H27 評価要領では「判定基準」として

いたが，改定後は「判定目安」とすることで，各河

川へ柔軟に対応できるよう配慮された． 

なお，従来の評価基準として記載していた写真に

ついては，事例写真集という形で参考資料とし，今

後事例が集まった段階で随時更新することとされた

（図 3･5参照）． 

 
 

3.2.4 評価工種の追加と点検要領との整合 

従来の評価要領は，堤防および護岸，樋門・樋管

の評価基準を定めていたものであったが，他の河川

管理施設の点検・評価に備えて新たな工種が追加さ

れた．また，評価工種の追加に伴い，点検要領との

整合においても精査された．以下に追加された評価

工種と点検要領の改定点について示す． 
 

1)評価工種の追加 

平成 27 年度の試行運用結果を踏まえて，未策定で

あった鋼矢板護岸と水門，堰の評価項目が追加され

た（図 3･6参照）．追加した工種は，堤防，樋門・樋

管同様に構造物に求められる機能と発生する変状に

着目して変状種別が定められた．図 3･7,3･8,3･9に

各構造物の機能と発生する変状の関係を示す． 
 

・堤防及び護岸の点検結果評価要領（案）
・樋門・樋管の点検結果評価要領（案）

堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案）

H27.3評価要領

H28.3評価要領

・鋼矢板護岸
・水門
・堰
を新たに追加

Ⅱ. 堤 防 の 評 価 ：土堤、護岸、鋼矢板護岸
Ⅲ.河川構造物の評価：樋門・樋管、水門、堰  

図 3・6 評価要領の統合と新工種の追加 
 

発生する変状
主な原因

洪水
(流水,洗掘)

材料

劣化
地震等

⑰鋼矢板の変形、はらみ出し、破損 ○ ○ ○

⑱鋼矢板の腐食（サビ、孔、肉厚の減少） ○

⑲鋼矢板継手部の開き、欠損 ○ ○

⑳背面地盤の沈下、陥没 ○ ○

㉑笠コンクリートの変形、破損 ○ ○ ○

機能 機能低下の状況

土留め
機能 鋼矢板の

倒壊

鋼矢板か
らの吸出し

（漏水）

耐侵食
機能

 

 
発生する変状

主な原因

地盤
沈下

洪水 材料
劣化

地震
等

①周辺堤防のｸﾗｯｸ、緩み、取付護岸
のｸﾗｯｸ

○ ○

②堰柱、床版、胸壁、翼壁、水叩き等
の変形、 破損

○ ○ ○ ○

③継手の変形、破損 ○ ○ ○

④門柱等の変形、破損 ○ ○ ○

⑤水路内の土砂堆積 ○

機能 機能低下の状況

止水機能

排水機能
舟運機能

周辺堤防か
らの漏水

周辺堤防の
損壊

ゲートの開
閉不全

水路の漏水

流下能力不
足（通水断
面の減少）  

 図 3・5 事例写真集抜粋 5） 

図 3・7 鋼矢板護岸の機能と発生する変状 5）を微修正

図 3・8 水門の機能と発生する変状 5）を微修正 
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発生する変状
主な原因

地盤
沈下

洪水 材料
劣化

地震
等

①水叩き、護床工等の変形、破壊、
上下流の河床の洗掘

○ ○

②床版、堰柱、門柱等の変形、破損 ○ ○ ○ ○

④河道内（ゲート周辺）、本体上流部、
閘門内、魚道内の土砂堆積

○

③魚道の変形、破損 ○ ○ ○

機能 機能低下の状況

流水制御機能
河床の

不安定化

ゲートの
開閉不全

流下能力不足
（通水断面の
減少）

魚道機能

隔壁機能不全

土砂排出機能
舟運機能

 
 
 
2)点検要領との整合 

評価要領は，堤防（土堤，護岸，鋼矢板護岸）と

河川構造物（樋門・樋管，水門，堰）の評価の考え

方を示したものであり，点検は別途策定されている

「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」（以下

「点検要領」と示す）に則って実施される． 
点検と評価は不可分な関係があることから，点検

要領の記載内容についても精査された．精査の結果，

以下の課題があったことから，点検要領の構成が変

更された．改定後の目次構成は図 3･7のとおりであ

る． 
・ 護岸や根固工の記載が複数箇所に記載されてお

り，記載内容の確認に漏れが生じ易い． 
・ 樋門等構造物周辺の堤防に生じる変状は，河川

構造物本体の変状に起因して発生することから，

本体と周辺堤防の点検内容が別々に記載されて

いると，記載内容の確認に漏れが生じ易い． 
・ 目次上に樋門・樋管，水門，堰といった構造物

名がなく，評価要領と整合がとれていない． 
 

 

 
 
 

４．今後の展開 

 

平成 27 年度の試行運用結果を踏まえて評価目安

の改定と新工種の追加が実施され，平成 28 年 3 月

31 日付けで「堤防等河川管理施設の点検結果評価要

領（案）」が発出された．点検結果の評価における今

後の展開は以下のとおりである． 

 
4.1 試行運用の継続 
 

評価目安への変更と新工種の追加により，評価要

領の記載が一新されたことから，試行運用による事

例収集と課題等の整理を継続し，必要に応じて評価

要領を見直すことが重要である． 
 
4.2 RMDIS の改良 
 

河川維持管理業務を支援する目的で RMDIS の運用

が開始されている．今回の要領の改定により，評価

項目と判定区分，評価記録様式等が変更されたこと

から，河川維持管理業務の効率的・効果的な支援の

ためには，RMDIS のシステムを改良する必要がある． 

 

4.3 河川特性を考慮した点検結果評価の検討 
 

本業務によって検討した点検結果評価要領の改定

案は，既往文献やこれまでの河川管理施設の維持管

理の実態を踏まえてとりまとめた標準的なものであ

る．河川の特性は河川ごとに異なることから，河川

ごとに評価の考え方，評価方法等の検討を進める必

要があると考える． 
 
4.4 データの蓄積 
 

平成 25 年の河川法の一部改定により河川管理施

設の点検が義務付けられた．河川分野では，点検・

評価のデータ蓄積が始まったばかりであるが，河川

ごとの評価方法の検討（閾値設定等）のためには，

更なるデータ蓄積によって上記検討の信頼性を向上

させることが重要である． 

図 3・7点検要領改定後の目次構成 

(青字：変更前，赤字：変更後) 

図 3・9 堰の機能と発生する変状 5）を微修正 
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4.5 点検作業の標準化 
 

平成 27 年度の試行運用結果では，写真の撮影方法

や変状の測り方に統一ルールがなく，写真から機能

低下の状態を判断できないものが散見された． 

適正な評価のためには評価の基となる点検データ

の品質を向上させる必要があることから，全景写真

と近景写真の撮影方法や，変状ごとの計測の仕方等

の作業方法を記載した「作業標準」を作成・運用す

ることで，点検データの品質向上に繋がると考える． 
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平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による 

鬼怒川の出水前後の河道変化について 

 
加藤 授人*・鈴木 克尚**・塩見 真矢*・山本 晃一***・山田 博* 

 
 
 
１．はじめに 
 

 近年，集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等によ

り，出水による浸水被害が相次いでいる．堤防の決

壊や河川のはん濫等による浸水被害を防止又は軽減

していくためには，河川工事及び適切な河川の維持

管理を行う必要がある 1）．河川工事及び河川の維持

管理は，河川整備基本方針，河川整備計画及び河川

維持管理計画を策定し，それらに基づいて実施して

いる． 

 河川維持管理計画等の計画は，これまでの発生事

象を把握，分析したうえで，将来にわたる河川管理

を定めたものである．河道や河川管理施設の状態把

握に基づく分析・評価結果を計画にフィードバック

することが基本である．自然公物である河川では，

被災箇所をあらかじめ特定することが困難であるも

のの，発生した事象を分析して発生要因が明らかに

なれば，計画にフィードバックし，事前に対策等を

行うことが可能である．河川は特に出水により大き

く変化することから，出水後の状態把握と分析・評

価が重要であり，それを計画に反映していく必要が

ある． 

 平成27年9月関東・東北豪雨において鬼怒川では，

観測史上最大の出水が生起した．降雨，水位・流量

ともに観測史上最大を記録した出水後の河道変化を

把握し，分析・評価結果を今後の河道管理に活かす

ことが肝要である． 

 よって，本稿では，観測史上最大の出水が生起し

た鬼怒川の河道を対象に今後の河道管理に資するこ

とを目的とした出水後の状態把握結果の整理，河道

変化の分析手法について報告する． 

 

２．鬼怒川と平成 27 年 9 月関東・東北豪雨

における出水の概要 

 

2.1 鬼怒川の概要 

 

 鬼怒川は，栃木県と群馬県との県境近くの栃木県

日光市山中の鬼怒沼（標高約 2,040m）を水源とし，

帝釈山脈や日光連山からの流れを集めて山間渓谷を

流下し，男鹿川，日光中禅寺湖より流れ出る大谷川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2･1 鬼怒川流域図 3) 

*（公財）河川財団 河川総合研究所 研究員 

**（公財）河川財団 河川総合研究所 上席研究員 

***（公財）河川財団 研究フェロー 
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を合わせ，宇都宮丘陵東側の平野部を南に流下し，

江川や田川を合流した後，茨城県守谷市にて利根川

に注ぐ幹川流路延長 177km，流域面積 1,761km2の河

川である 2)．鬼怒川の流域図を図 2･1 に示す．源流

から大谷川合流点（110km）までが上流部であり，大

谷川合流点から川島（46km）までが中流部，川島よ

り下流が下流部と区分される． 

 

2.2 検討対象区間の地形・地質とセグメント区分 

 

 検討対象区間は，大臣管理区間を上流端とした

3～101.5km であり，中流部及び下流部にあたる． 

 地形は，中流部ではかつて台地を侵食して河道や

河岸段丘が形成された河川空間であり，河道が広く

砂礫堆の砂州の間を網状の澪筋が流れる．下流部で

は，川島付近で河床勾配が緩くなり，自然堤防地帯

に入る．地質は，中流部の川沿いは沖積層であるが，

下流部は沖積層と洪積層が混在する 2)5)． 

 このような地形・地質を有する鬼怒川のセグメン

ト区分は，図 2･2に示すように 48km 地点から河床勾

配が急に緩くなり，セグメント1からセグメント2-1

に入る．本検討では，3～50km を下流部（セグメン

ト 2-1，2-2），50～101.5km を中流部（セグメント 1）

として，以降の整理及び分析を行った． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2･2 鬼怒川河床高縦断図 5) 

 

2.3 鬼怒川の河道管理の特徴 

 
 鬼怒川は，ダム等の建設による土砂供給量の減少

や昭和 30 年代以降の大量の砂利採取により河床低

下が著しく進行し，低水護岸の抜け上がりなど河川

管理施設の機能の低下が懸念されており，河道管理

上の課題となっている．特に下流部では，河床低下

の進行により泥岩・沖積粘性土層が露出する区間が

増加した．このような区間の一部では、通常の沖積

河川ではみられない局所的な河床洗掘（数年間で 5

～6m）が生じている 3)7)．なお，鬼怒川の砂利採取は

平成2年に終了し，それ以降は実施されていない6)． 

 中流部は，大規模な側方侵食が発生するような河

道区間であり，側方侵食に対する安全性の確保が必

要となっている．過去には，平成 13 年 9 月出水に

おいて東北新幹線橋梁付近で約 95m の側方侵食が

発生し，堤防まであと 20m に迫る危機的な状況であ

った 3)． 

 このように，鬼怒川では下流部の河床低下，中流

部の側方侵食に着目して河道管理を行う必要があ

る． 

 

2.4 平成 27 年 9 月洪水時の気象概要と出水 

 

 台風 18 号及び台風から変わった低気圧に向かっ

て南から湿った空気が流れ込んだ影響で，9 月 9 日

から 9月 10 日にかけて，鬼怒川石井地点上流域にお

いて流域平均最大 24 時間雨量は 410mm を記録し，観

測を開始した昭和 13 年からこれまでの最多雨量を

記録した．水海道地点（利根川合流点から約 11km）

では，観測史上最高水位の 8.06m を記録し，10 日 11

時から 16 時までの 5 時間にわたり計画高水位

（7.33m）を超過した．図 2･3に水海道地点の水位時

間変化を示す． 

 なお，本出水は水海道地点で約 4,000m3/s を観測

し，観測史上最大流量を記録した．この流量は，水

海道地点の平均年最大流量の 3倍程度の流量である．

この出水では，堤防決壊 1箇所，溢水 7箇所などに

よって多くの家屋浸水被害等が発生した．なお，関

東地方の国管理河川の決壊は，昭和 61 年の利根川水

系小貝川以来，29 年ぶりである 4)． 

 

 

 

 

下流部 中流部
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鬼怒川水海道地点
計画高水位超過
9月10日11時～16時（5時間）

氾濫危険水位超過
9月10日7時～9月11日2時（19時間）

※ゼロ点高：YP+9.914m
※昭和11年から観測開始（時刻水位）

計画高水位

氾濫危険水位

9/9 9/10 9/11 9/12  

図 2･3 水海道地点の水位時間変化 4) 

 

３．出水前後の河道変化の分析 

 

 下流部と中流部は河道特性が異なることから各々

に，定期縦横断測量成果，航空写真から出水前後の

河道変化を整理した．さらに，河床低下，河岸侵食，

河床堆積及び砂州移動という河道変化項目ごとに変

化の傾向や発生要因を分析した． 

 

3.1 出水による河道変化の整理 

 
 河道特性が異なる下流部と中流部ごとに，河道

の横断形状，縦断形状及び平面形状について出水

前後の状況を比較し，本出水による河道変化を整

理した． 
 

3.1.1 横断形状の河道変化 

 横断形状の河道変化は，出水前後の横断図を重ね

合わせて，横断形状の比較を行うことで確認した．

使用した横断図は，出水前の平成 23 年と出水後の平

成 27 年であり，測線間隔 250m の断面ごとに整理し

た．着目した河道変化は，表 3･1に示す低水路の河

床低下，河岸侵食，河床堆積，砂州移動及び低水路

河岸肩部の堆積（河畔堆積物）である． 

 なお，河道変化の発生状況は，表中の備考に示す

変化量を目安として判断した．変化量の目安として，

河床低下等の 0.5m は現地で顕著に変化を確認でき

ること，河岸侵食は既往の河岸侵食による被災幅 8）

を参考に 5m と設定した．河床低下と河床堆積が混在

し，変化量が 0.5m 以上である場合は砂州移動と判断

した．また，砂州の移動に伴い発生した河床低下は，

変化量が 0.5m であれば砂州移動として整理し，変化

量が 0.5m より大きい場合は砂州移動に加えて河床

低下としても整理した． 

 図 3･1 に下流部，図 3･2 に中流部の河道変化の発

生割合を示す．図 3･3 は断面ごとの河道変化の発生

状況を 10km 区間で集計したものである．図中の赤

線は各 10km 区間の全断面数である．3～10km と 90

～101.5km は，他の区間と断面数が異なるため，河

道変化の発生状況を比較する際には注意が必要で

ある． 

 

表 3･1 着目とした河道変化項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 下流部（3～50km） 

 下流部の河道変化の発生割合は，河床低下の発生

が最も多く，全断面の 51%で発生している．次いで，

河床堆積，河岸侵食の発生が多い． 

 10～20km，20～30km での河床堆積は，その上流

の区間で発生した河床低下や河岸侵食により流出

した土砂が堆積したと考えられる（図 3･3 の黒矢

印）． 

 砂州移動は 40～50km 区間でのみ発生しており，発

生割合は 2%であった．48km から上流でセグメント 1

となり，砂州移動は 45km 付近より上流でみられるた

めである．また，下流部では低水路河岸肩部に土砂

の堆積（河畔堆積物）がみられた． 
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51%
49%

低水路 河床低下

発生

未発生

(n=188)

23%

77%

低水路 河岸侵食

発生

未発生

(n=188)

 

27%

73%

低水路 河床堆積

発生

未発生

(n=188)

2%

98%

低水路 砂州移動

発生

未発生

(n=188)

 

図 3･1 下流部における河道変化の発生割合 

 

2) 中流部（50～101.5km） 

 中流部の河道変化の発生割合は，砂州移動に伴う

見かけ上（出水のたびに砂州が移動，あるいは形成

されることに伴う）の河床低下や河床堆積が発生し

た断面が最も多く，全断面の 89%で発生している．

次いで河床低下，河岸侵食の順に多い． 

37%

63%

低水路 河床低下

発生

未発生

(n=207)

19%

81%

低水路 河岸侵食

発生

未発生

(n=207)

 

5%

95%

低水路 河床堆積

発生

未発生

(n=207)
89%

11%

低水路 砂州移動

発生

未発生

(n=207)

 

図 3･2 中流部における河道変化の発生割合 

 

※nは各区間の断面数。
※河道変化（河床低下・河岸侵食等）が複数みられた断面もあり、河道変化の合計と断面数は一致しない。
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各区間の断面数
上流からの土砂が堆積したと考えられる。

 

図 3･3 河道変化の集計結果 

3.1.2 縦断形状の河道変化 

 本出水による縦断形状の河道変化を明らかにする

ため，経年的な変化傾向と出水前後の変化を比較し

た．定期縦横断測量成果を基に昭和 39 年～平成 27

年の平均河床高と最深河床高を整理し，昭和 39 年を

基準として各年の 10km 区間ごとの平均値を用いて

河床高の経年変化図より変化を把握した． 

 

1) 下流部（3～50km） 

 下流部における河床高の経年変化を図 3･4に示す． 

 平均河床高は，20～30km を除いて本出水以前と同

様の変化傾向であり，3～10km，10～20km は低下傾

向，30～40km は安定傾向，40～50km は砂利採取を終

えた平成 2年以降上昇傾向にある．40～50km の河床

上昇は，当該区間や上流での砂州移動による土砂の

堆積が考えられる．20～30km は，安定傾向であった

が出水後に河床低下が進行した． 

 最深河床高は，本出水以前から低下傾向であった

が，3～10km の進行が大きい．一方で 10～20km では

上昇しているが，上流で発生した河床低下等により

流出した土砂が堆積したと考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3･4 下流部における河床高の経年変化 

（上：平均河床高，下：最深河床高） 
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2) 中流部（50～101.5km） 

 中流部における河床高の経年変化を図 3･5に示す． 

 平均河床高は，本出水後に 90～101.5km を除き僅

かに上昇したが，出水前と同様の変化傾向である.50

～60km，60～70km は安定傾向，70～80km，80～90km

は近年低下傾向，90～101.5km は低下傾向である．

中流部の上流側で河床低下が進行しているのは，本

区間上流からの供給土砂量がダム建設・砂防工事に

より減少していることに原因すると考えられる．ま

た河岸侵食の発生が多く，河床の洗掘に伴うものと

判断される． 

 最深河床高は，本出水以前から低下傾向であった

が，特に 60～70km 区間の進行が大きい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 3･5 中流部における河床高の経年変化 

（上：平均河床高，下：最深河床高） 

 
3.1.3 平面形状の河道変化 

 平面形状の河道変化は，出水前の平成 25 年と出水

後の平成 27 年の航空写真を比較することで確認し

た．下流部は河岸侵食と河床堆積の発生状況，中流

部は砂州移動（移動状況，列数の変化）を確認した． 

 河道変化の概要については，後述の 3.2で河道変

化の分析と合わせて述べる． 

3.2 出水による河道変化の分析 

 

 河道変化の分析は，河床低下等の河道変化項目ご

とに，変化の傾向や発生要因を明らかとし，今後の

河道管理に資することを目的に行った．本出水によ

る河道変化を横断形状，縦断形状及び平面形状から

整理した結果，下流部と中流部での主な河道変化は

図 3･6のように整理される．この河道変化項目ごと

に分析を行った． 

 河床低下は，下流部では泥岩・沖積粘性土層の露

出による急激な河床低下に対してこれまで河床の侵

食形態に着目して分析している．本出水後も侵食形

態を整理し，出水前後の比較を行うことで出水によ

る河道変化を分析した．一方，中流部では砂州移動

との関係に着目して分析した． 

 河岸侵食及び下流部の河床堆積については，それ

らの発生場所に着目し，その発生要因を分析した． 

 砂州移動は，移動状況，列数の変化及び一部区間

で発生している砂州固定化の要因について分析した． 

 

 

 

 

 

図 3･6 本出水による主な河道変化 

 

3.2.1 下流部（3～50km） 

 

1) 河床低下 

 鬼怒川下流部における泥岩・沖積粘性土層の露出

区間の河床低下については，①平坦型，②平坦型一

部溝化，③特異な河床低下，④三角形型の 4種類の

侵食形態に類型化されることが明らかとなっている

（図 3･7）6）． 

 現在の鬼怒川では，平坦型のように河床が平坦面

を保ちつつ，侵食されている区間がある．通常の移

動床の河川では，このような侵食形態が形成される

とは考えにくい．侵食形態は，平坦型から平坦型一

部溝化，特異な河床低下の順で移行する可能性が示

唆されている 7）．なお，三角形型は湾曲部もしくは
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2,077m3/s

※洪水の流量は石井地点のピーク流量

※H27.9洪水の流量は整備計画の目標流量を記載

H27.9洪水
4,600m3/s



― 48 ― 

蛇行部でみられる侵食形態である． 

 

 
 

 

図 3･7 河床低下の侵食形態 

 

 出水前後の平成 23 年と平成 27 年について，河床

の侵食形態ごとに断面数を集計した（図 3･8）．河床

の侵食形態は，平成 23 年と平成 27 年ともに平坦型

が最も多く，次いで三角形型が多い．出水前後で比

較すると，出水後に平坦型が減少し，平坦型一部溝

化へ移行した．図 3･9に平坦型から平坦型一部溝化

へ移行した断面の代表例を示す． 

 

図 3･8 平成 23 年・平成 27 年の河床の侵食形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3･9 平坦型から平坦型一部溝化への移行 

 

2) 河岸侵食 

 下流部の河岸侵食は，河道湾曲部の内湾側上流部

及び中州周辺に多くみられる．図 3･10に代表例を示

す． 

 一般的に，河岸侵食は河道湾曲部の外湾側（水衝

部）に生じるが，本出水のような大規模出水では河

道満杯で流下し，通常時において河道湾曲部の内湾

側に堆積した土砂が掃流され，河岸侵食が多く発生

したと考えられる．中州周辺の河岸侵食については，

砂州上に堆積した土砂が高速流により侵食されたと

考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3･10 下流部の河岸侵食の代表例 

 

3) 河床堆積 

 下流部の河床堆積は，河道湾曲部の内湾側に多く

みられる．図 3･11に代表例を示す． 

 前述のとおり，本出水のような大規模出水では河

道湾曲部の内湾側上流部で河岸侵食が生じ，内湾側

下流部で流速が低下することから，これに伴い土砂

が堆積したと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3･11 下流部の河床堆積の代表例 

※床固めが設置されている11.0k（水海道床止）、27.75k（鎌庭第二床止）は除外して集計。
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3.2.2 中流部（50～101.5km） 

1) 河床低下 

 中流部の河床低下は，砂州の移動によるものと，

固定化した砂州の対岸等で発生するものがみられた．

砂州の移動による河床低下の代表例を図 3･12 に示

す．砂州の移動に伴い 3.0m 程度の河床低下がみられ

た． 

 

図 3･12 中流部の河床低下の代表例 

 

2) 河岸侵食 

 中流部の河岸侵食は，澪筋の形状から水衝部と

なる箇所で発生している．水衝部は，砂州の移動

に伴い澪筋の形状が変化して新たに生じるものと

固定化した砂州により澪筋が固定され生じるもの

がみられた． 

 図 3･13は砂州の移動に起因するもの，図 3･14は

固定化した砂州に起因するものと考えられる河岸侵

食の発生事例である．河岸侵食は低水護岸の整備状

況による河岸の耐力も影響していると考えられ，図

3･13 のように護岸整備箇所の対岸において河岸侵

食が発生している箇所もみられた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3･13 中流部の河岸侵食の代表例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3･14 中流部の河岸侵食の代表例② 
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砂州の固定化 

砂州の固定化 

主流 
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・固定砂州により澪筋が固定

化。 

・かつ上流の砂州が移動し、

その結果、流水が集中して

侵食が発生したと推測され

る。 

H27.出水後 H25.1

河岸侵食発生 

・砂州の移動に伴い河岸前

面に澪筋が移動。 

・対岸は低水護岸が整備さ

れており、河岸の耐力の差

違も河岸侵食の発生に影

響したと考えられる。 
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3) 砂州移動 

 中流部の砂州移動については，堆積部と洗掘部が

出水前と異なり，砂州の前進，あるいは新たに形成

されたことが確認された．砂州の形態は 2～3列の多

列砂州が多く，出水前と比べて，列数に変化はない

地点が多い（表 3･2）． 

 また，一部の区間おいて砂州の固定化が生じてお

り，その要因の一つとして砂州の樹林化がある（図

3･15）． 

表 3･2 砂州の列数の変化 

距離標（k） 区間距離（km） H25.1（出水前） H27.出水後 

44.50 ～ 50.50 6.00 1-2 列 1-3 列 

50.50 ～ 60.50 10.00 2-3 列 2-3 列 

60.50 ～ 78.00 17.50 1-2 列 1-3 列 

78.00 ～ 101.50 23.50 2-3 列 2-3 列  

H25.1 H27.出水後 

砂州の固定化

60.50～64.00 k 

鬼怒大橋 
鬼怒大橋 

64.0k 

63.0k 

63.5k 

62.5k 

62.0k 

61.5k 

61.0k 

64.0k 

63.0k

63.5k 

62.5k 

62.0k 

61.5k 

61.0k 

 

図 3･15 砂州の固定化の代表例 

 

４．まとめ 

 

 横断形状，縦断形状及び平面形状の分析より以下

のことが明らかになった．横断形状と縦断形状の河

道変化については河床高縦断図と合わせて図 4･1に

整理した． 
 

4.1 下流部における河道変化 

 

 下流部では，河道変化として河床低下の発生が最

も多く確認された．次いで，河床堆積の発生が多く，

10～20km，20～30km ではその上流の区間で発生し

た河床低下や河岸侵食により流出した土砂が堆積

したと考えられた（図 4･1 の赤矢印）．河岸侵食や

河床堆積は，河道湾曲部の内湾側で多くみられた．

本出水のような大規模出水では河道湾曲部の内湾

側上流部で河岸侵食が生じ，内湾側下流部で流速が

低下することから，これに伴い土砂が堆積したと考

えられた． 

 河床低下については，河床の侵食形態は平坦型か

ら平坦型一部溝化への移行が確認された． 

 また，縦断形状の経年的な変化傾向より，最下流

部（20km より下流側）では平均河床高が低下傾向に

あり，供給土砂量がダム建設・砂防工事により減少

していることに原因すると考えられた．一方，セグ

メントの結節点である 40～50km では平均河床高が

堆積傾向にあり，中流部で砂州移動等の発生に伴い

流出した土砂が堆積していると考えられた． 

 

4.2 中流部における河道変化 

 

 中流部における河道変化については，砂州移動が

最も多く，砂州移動に伴う見かけ上の河床低下や河

床堆積による変化がみられた． 

 また，河岸侵食は，砂州の移動に伴い澪筋の形状

が変化して新たに生じた水衝部または固定化した砂

州の対岸において発生がみられた．砂州の固定化の

要因としては，砂州の樹林化が考えられた．さらに，

河岸侵食は低水護岸の整備状況による河岸の耐力も

影響していると考えられた． 

 また，縦断形状の経年的な変化傾向より，中流部

の上流側（70km より上流側）では平均河床高が低下

傾向にあり，本区間上流からの供給土砂量がダム建

設・砂防工事により減少していることに原因すると

考えられた． 

樹林化の傾向 

が見られる 
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図 4･1 横断形状と縦断形状の河道変化の整理 

 

５．今後の課題 

 

 鬼怒川の河道管理上の大きな課題である下流部の

河床低下，中流部の河岸侵食に関する今後の課題は

以下のとおりである． 

 

5.1 下流部の河床低下 

 

 河床低下は，これまでの検討において平坦型の河

床形態のうち侵食速度の大きいものが平坦型一部溝

化へ移行し，その後に特異な河床低下に移行するも

のと推測されている．また，特異な河床低下の形状

ほど侵食速度が大きい傾向にあり，急激な河床低下

が発生する恐れがある． 

 本検討より，平坦型から平坦型一部溝化への移行

が確認された．平坦型一部溝化から特異な河床低下

への移行は確認されなかったが，今後，特異な河床

低下へ移行することも予測されることから，周辺の

地質構造を把握するとともに継続したモニタリング

が重要と考えられる． 

 

5.2 中流部の河岸侵食 

 

 低水路等の河岸侵食は，澪筋の形状から水衝部と

なる箇所で発生している．水衝部は砂州移動に伴い

新たに生じるもの，固定砂州によるものがみられた．

固定化している砂州の要因としては，樹林の繁茂が

考えられた．また，侵食の発生には低水護岸の整備

有無の影響も考えられた． 

 本出水のような大規模出水でも移動しない固定化

した砂州については，今後もその周辺で河岸侵食が

発生することが懸念される．固定化した砂州の要因

としては，樹林化が考えられたが，低水路との比高

差による掃流力の差違も影響していると推察される．

河岸侵食のみならず，治水上は固定化した砂州を解

消する必要があり，砂州上の樹木伐採や砂州高切り

下げを検討することが考えられる．それらを検討す

るにあたっては，固定化している砂州のモニタリン

グや本出水で移動した砂州，移動しなかった砂州の

要因分析が有益な情報となる可能性がある． 
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河川点検評価実務への FT 図の活用 
 

小澤 淳眞*・安達 孝実**・宮下 光泰***・鈴木 克尚**** 
 
 
 
１．はじめに 
 

我が国の社会インフラの維持管理は，予算の減少，

労働人口減少等の厳しい環境に置かれている一方で，

異常気象や巨大地震による自然災害が増加しており，

その重要性は増している． 

河川においても，これまで経験したことのない豪

雨や地震により，治水面での安全性が脅かされてお

り，このような厳しい状況の下で河川の維持管理を

行う必要がある． 

さらに，河川の維持管理においては，その状態が

常に変化することを念頭に置く必要がある．例えば，

平常時には危険性が見られない場所でも，洪水時に

はその様子が一変し，安全性を脅かす状態になるこ

ともある．このため，河川管理者には，河川の状態

変化を前提として，その機能低下を予測する必要が

ある．この際，河川を河道と施設から構成される一

体的なシステムと考え１)，一連区間の河川特性を考

慮した状態変化の予測と，それに対する健全度を評

価することが求められる．点検評価実務では，これ

をどのように実現するかが課題として挙げられる． 

実現のためには，まず，河川システムとしての機

能低下がどのように起こるのかを整理しておく必要

がある．これまで河川システムを機能低下の面から

体系的に整理した例としては，安原ら２)によるフォ

ルトツリー解析が挙げられる．この中では，場の特

性（第 2章参照）や大雨等により，どのように機能

低下が進行するか，その過程を体系的に表現してい

る（FT 図（図 4・1））．この FT 図を実務レベルで活

用することで，河川の状態変化を考慮した健全度評

価が可能になると考えられる． 
本稿では，河川点検評価の実務に対し，FT 図を活

用するための方法について提案を行う． 
 

２．FT 図および点検評価実務 

 

FT 図を河川点検評価の実務へ活用させるために

は，現行の点検評価の枠組みの中で運用するのが効

果的と考えられる．ここでは，FT 図の概要，および

点検評価実務の流れを説明する． 
 

2.1 FT 図 

 

FT 図は，もともと製品やシステムの故障，および

それにより発生した事故の原因を分析する手法であ

る FTA（故障の木解析）の結果を整理した図で，最

も好ましくない事象が発生する要因とその関係が，

系統的かつ俯瞰的に整理されている． 

この考えを河川に適用したFT図が図4・1である．

この中で，最も好ましくない事象を「越水による被

害」，「堤防破堤による被害」と考え，ツリー構造の

最上位に置き，そこに至るまでの機能低下のメカニ

ズムをトップダウン式に整理してある．最下層には，

機能低下の要因のうち，その場所の特性に依存する

要因（場の特性）を示してある． 

 
2.2 点検評価の流れ 

 

図 2・1は，現行の河川維持管理の運用の流れを示

したものである．点検評価に関する具体的な事項は，

* （公財）河川財団 河川総合研究所 戦略的維持管理研究所 主任研究員 
** （公財）河川財団 河川総合研究所 戦略的維持管理研究所長 

*** （公財）河川財団 河川総合研究所 主管研究員 
**** （公財）河川財団 河川総合研究所 上席研究員 



― 54 ― 

各河川の河川維持管理計画の中で定められる．この

うち，点検の計画および点検に関しては「堤防等河

川管理施設及び河道の点検要領（平成 28 年 3月 国

土交通省）」3)の中で，評価については「堤防等河川

管理施設の点検結果評価要領（案）（平成 28 年 3 月 

国土交通省）」4)（以下「点検結果評価要領（案）」）

の中で具体的な内容が記載されている． 

図 2・2は点検結果評価要領（案）の中で記載され

ている評価の手順である．評価は，まず変状箇所ご

との評価を行い，次にその評価結果を踏まえて総合

的な評価を行う． 
変状箇所ごとの評価のうち，一次評価は，点検結

果に基づき点検者等が機能低下の状態や進行性を評

価する．その後，一次評価結果や既往資料等を踏ま

え，事務所の関係各部署が参加する横断的連絡調整

会議等で，組織として変状箇所ごとの二次評価を行

い，総合的な評価を実施する． 
一次評価においては点検者等が機能低下の状態や

進行性を評価する必要があり，点検評価要領（案）

の中で，表 2・1の区分により実施することが基本と

されている． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．既往資料等（治水地形分類図，災害履歴，地質情報，築堤

履歴，定期横断測量図，浸透流解析結果，設計資料等）を

踏まえる 

※２. 不可視，発生原因が不明な変状については，必要に応じて，

詳細点検（調査を含む）を実施し，その点検結果を踏まえ

る 

※３. 軽微な補修を必要とする変状を含む 

※４．必要に応じて，詳細点検（調査を含む）を実施 

 

図 2･2 評価の手順４) 

 
表 2･1 変状箇所ごとの点検結果評価区分４) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2･1 堤防等河川管理施設の点検・評価フロー３) 
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そして最終的な二次評価では，各河川の特性に応

じて判定目安を設定し，変状ごとの評価を行うこと

となる． 
 

３．点検評価実務への FT 図活用方法の提案 

 
FT 図では，機能低下の要因のうち，その場所の特

性に依存する要因（場の特性）を考慮してあり，河

川が持つ特性を踏まえた体系的な整理がなされてい

る．このため，機能低下の段階を，各河川の特性に

応じて評価することが可能になると考えられる． 

FT 図を活用するためには，まず，点検で発見され

た変状が，FT 図上のどの機能低下段階にあたるかを

特定する必要がある．安原らが整備した FT 図で網羅

されている変状は，点検結果評価要領（案）で記載

されている変状の一部であり，また，変状が発生す

る部位・部材や構成材料についての情報が不足して

いる． 

これに対し，本稿では，点検で確認された変状が，

FT 図上でのどの段階に対応するかを記述した対応

テーブルを整備する方法を提案する． 

 

3.1 FT 図と対応テーブルのリンク 
 

FT図と対応テーブルのイメージを図3・1に示す．

対応テーブルには，点検で確認された変状に関する

内容（図の青点線）と，その変状が FT 図のどの中

間事象に対応するかを記述する．FT 図との対応に

ついては，FT 図に示されている各中間事象に識別

番号（図の赤実線）を割り当て，その識別番号をキ

ーにして，対応テーブルへのリンクを行うこととし

た．  
図 3・1の例では，点検においてコンクリートで構

成される高水護岸の部分に開きが確認された場合，

FT 図上では「堤体の侵食」の段階にあり，今後，中

間事象 3，中間事象 4 と機能低下が進行する可能性

があることが示されている． 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3･1  FT 図と対応テーブルのリンクイメージ 

 
 

3.2 対応テーブルの整備 
 
以上の方針に基づき，対応テーブルの整備を行う．

まず，点検で確認された変状に関する内容として，

変状名や変状が発生した部位・部材，構成材料等の

情報を整備する．さらに今回は，評価実務における

効率化を考慮し，「機能低下の進行特性」，「限界状態

（被災）の変状」の 2つの属性を付加することとし

た． 以下に，対応テーブルに記載する属性項目につ

いて説明を行う． 

 
3.2.1 部位・部材 

同じ変状でも，発生した場所の違いにより機能低

下の段階が異なることが想定される．このため，基

本情報として部位・部材に関する情報を対応テーブ

ルに付与する．部位・部材については，図 3・2のよ

うに河川システムを最上位にした階層構造で整理す

ると相互関係が明確になる．すなわち，システムと

して捉えた河川は，河道，堤防，施設で構成され（基

本区分），さらにそれらが，河床，土堤，低水護岸等

の構成体から成り立っている．部位・部材は，構成

体の要素として位置付けられる． 

点検結果より
得られる情報 対応 

対応テーブル

FT 図
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対応テーブルには，この階層構造が分かるように，

部位・部材の他に，基本区分，構成体につても整備

することとした． 
 

3.2.2 構成材料 

構成材料は，部位・部材の材料として定義し，表

3・1の 9種類とした． 
 

表 3･1 構成材料一覧 

 
 
 
 
3.2.3 変状 

対応テーブルで整備する変状の種類は，点検結果

評価要領（案）の中に記載されている変状を対象と

した．また，それらの変状に対して，表 3・2のとお

り，定義付けを行った． 
 
3.2.4 機能低下の進行特性 

 河川の状態変化等により機能低下がどのように

進行するのか，その特性を把握しておくことは重

要である．本稿では，機能低下の進行特性として

表 3・3 の 4 種類を定義し，対応テーブルに付与し

た． 

 

表 3･3 機能低下の進行特性 

 
 
 
 
 
 
3.2.5 限界状態(被災)の変状 

限界状態（被災）に達している変状は，重大な災

害につながる恐れがあるため，最も注意すべき変状

である．これらの変状に対する見落とし等のリスク

を減らし，早急に対応策の検討を可能にするため，

該当する変状に対しては対応テーブルの中で区別す

ることとした． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機能低下の
進行特性

定義

経年性 機能低下が時間と共に進行する

洪水進行性 機能低下が洪水時に進行する

洪水進行性
（超過洪水）

洪水進行性のうち設計や管理目標を
上回る作用で機能低下が進行する

突発性
機能低下の原因や被災メカニズムが
予見できず，短時間で大きく進行する

変状名 定義

亀裂 土や舗装、鋼材に応力が集中して亀裂が生じている状態

陥没 堤防内の空洞が発生してその上部の土やその表面を覆う舗装にくぼみが生じている状態

不陸 天端や法面等において凹凸が生じている状態

抜け上がり 構造物周辺等において堤防と構造物の沈下特性の相違により段差が生じている状態

法崩れ 法面が安定を失い崩れている状態

寺勾配化 土堤の法面等の勾配が、天端に向かうに従い急になっている状態

ガリ侵食、表面の損壊 堤防の表面が侵食され、損壊が生じている状態

表土の異常 法面等の表土に異常が生じている状態

水溜り 裏法尻部等に水溜りが生じている状態

泥濘化 裏法尻部等に水溜りは生じていないが湿潤な状態

モグラ等小動物の穴 もぐら等の動物により堤防に損壊が生じている状態

沈下 堤防全体や護岸工等の部位部材が本来の位置から下方に沈み込んでいる状態

はらみ出し 土の斜面がゆるみにより膨らみを生じている状態

漏水 浸透流が表面に表出している状態

逆勾配 天端や小段等が雨水を集水する形状になっている状態

しぼり水 排水性の悪い堤防において時間遅れを伴い滲み出してきた水により浸潤している状態

吸い出し・空洞・水ミチ 堤体土や裏込め材が浸透流等とともに流動している状態

噴砂 堤体土が浸透流等とともに流動し、堤内地等で漏水とともに噴き出している状態

樹木の侵入、拡大 堤防等に樹木の侵入や拡大が見られる状態

植生繁茂 堤脚水路等の本来植生の繁茂が好ましくない部位に植生の繁茂が見られる状態

植生異常 湿生植物等の植生管理上有害な植生がみられる状態

露出 覆土の流出やコンクリートの破損等により本来被覆されているはずのブロックや鉄筋等が露出している状態

土砂堆積 樋門、堤脚水路、ドレーン工等において土砂の堆積が生じている状態

目詰り、閉塞 樋門、堤脚水路、ドレーン工等において土砂の堆積や目詰り等により流水の流下や浸透流の透過に支障が生じている状態

変形 矢板等の部位そのものが変形している状態

開き コンクリートブロック張り等の接合部の間に開きが生じている状態

段差 コンクリートブロック張り等の平面形状であるはずの部分の前後で段差が生じている状態

破損・損傷 コンクリート部材や鋼材等により構成される部位の一部が欠損している状態

ひび割れ コンクリート部材や石材の表面にひびわれが生じている状態

剥離（ｽｹｰﾘﾝｸﾞ、ﾎﾟｯﾌﾟｱｳﾄ）・剥落 ｺﾝｸﾘｰﾄ部材の表面が剥離している状態

孔あき 鋼材に集中的に腐食が発生し、孔が開いている状態

防食塗膜の劣化 塗装やめっき等がはがれ、変色等を起こしている

錆汁・浮き錆
・鋼材にサビが発生しているが、板厚減少や断面欠損が生じていない状態
・コンクリートに錆が見られるが、剥離、剥落等の変状に至っていない状態

腐食 鋼材に集中的にサビが発生し、板厚減少や断面欠損が生じている状態

傾倒 矢板護岸等が本来の角度から傾倒している状態

破断 連結鉄筋等が破断しているか判断しているとみなせる状態

露出（鉄筋） 鉄筋コンクリートの剥離、損傷部で鉄筋が露出している状態

移動、散乱 消波工、根固工のブロックが移動散乱している状態

扉体の傾倒、たわみ 扉体に傾きやたわみがあり、扉の開閉に支障がある状態

扉体や車輪の錆 扉体や車輪に錆があり、扉の開閉に支障がある状態

扉体と堤体間の異物 扉体と堤体間に異物があり、扉の開閉に支障がある状態

決壊 堤防本体が一部または全部破壊を始めている状態

不同沈下 地盤沈下や洗掘等の影響により縦断方向に一様でない沈下が生じている状態

摩耗 コンクリート部材が本来の形状からすり減っている状態

流出 流水の作用により部位部材またはその一部が流されている状態

砂州移動・変形 砂州が移動または変形している状態

堆積 土砂が局所的または一定区間で堆積している状態

局所洗掘 土砂が局所的に洗掘されている状態

河床低下 河床高が一定の広がりを持って低下している状態

樹木繁茂 河川区域ないで樹木が繁茂している状態

偏流 洪水流が河道内で著しく蛇行している状態

河岸侵食 河岸が侵食を受けていく状態

函渠の撓み、折れ曲がりの変化 函渠の形状に変化が生じている状態

継手の開きの変化 函渠等の継手部分に開きが生じている状態

函渠のクラックの変化 函渠にひび割れが生じている状態

その他 上記以外の変状

表 3･2 変状の一覧 

材料名
土 石 木材
コンクリート 植生 土砂
アスファルト 鋼材 ゴム
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図 3･2 河川システムの階層構造 
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４．想定される活用例 

 
本章では，点検により河道内で「砂州移動・変形」

が確認された場合を想定し，FT 図および対応テーブ

ルの活用例について説明する．ここで，これまでの

検討結果をもとに作成した FT 図および対応テーブ

ルを図 4・1，表 4・1 に示す．なお，対応テーブル

は FT 図上で赤い丸で示した機能低下の事象を対象

に整理した結果である． 

まず，今回想定した変状は対応テーブルの No.1

に対応する．この変状が FT 図上でどの段階に相当す

るかを確認すると，No.1 の識別番号は，OE1-3_13

であり，FT 図上では，「土砂の流下バランスの変化」

に該当することが読み取れる． 

FT 図の最下層，場の特性に注目すると，土砂の流

下バランスの変化には，砂利採取の実施，供給土砂

量の変化，河道改修，河川横断構造物の設置が関連

しており，これらが変状発生の原因として考えられ

る． 

一方，対応テーブルの No.2 に注目すると，識別番

号は No.1 と同じ「OE1-3_13」となっており，FT 図

上の「土砂の流下バランスの変化」により発生する

変状であることが分かる．これは，砂州移動・変形

以外に，河床低下が発生している場所が存在する可

能性を示唆しており，今後の巡視・点検等において

は，河床低下に注視して実施する必要がある． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応テーブルの No.1 にある「機能低下の進行特

性」については経年性であり，変状は時間ともに進

行していくと推察される．「限界状態（被災）の変状」

については，限界状態まで達した変状ではないため，

今すぐ重大な災害につながる可能性は低い．  

次に，現在の状態から，今後どのように機能低下

が進行していくのかについて確認を行う．FT 図上の

「土砂の流下バランスの変化（OE1-3_13）」から，機

能低下は大きく 3 つに進行することが分かる．1 つ

目は「土砂堆積等による河積の減少（O1-1_11）」，2

つ目は「構造物上下流の河床低下（E1-3_12）」，3つ

目は「低水路の河床低下（E1-4_14）」である．この

ため，今後の巡視・点検等においては，これらの機

能低下の状態に対して発生が予想される変状に注視

する必要がある． 

さらに機能低下が進行し，「堤体の侵食（E2-2）」

が発生した場合に注目する．対応テーブルでは，堤

体侵食が発生する場所は表・裏法面で，高水護岸の

有無により大きく 2種類に分類し，発生する変状に

よりさらに細かく区分を行った．このうち，高水護

岸の流出が見られる変状については，その変状のレ

ベルが限界状態（黒丸），すなわち，被災の状態であ

ると考えられるため，早急な対応策の検討が必要で

あると考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4･1 対応テーブルの一例 

巡視・点検結果から確認できる内容

No 基本区分 構成体 部位部材 構成材料 変状名 識別番号 機能低下の進行特性
限界状態

（被災）の変状

1 河道 河床 河床 土砂 砂州移動・変形 OE1-3_13 経年性

2 河道 河床 河床 土砂 河床低下 OE1-3_13 経年性

3 堤防 土堤 表法面 土 ガリ侵食、表面の損壊 E2-2 洪水進行性

4 堤防 低水護岸 上部工（笠コン） コンクリート 剥離・剥落 E2-2 洪水進行性

5 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 開き E2-2 洪水進行性

6 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 段差 E2-2 洪水進行性

7 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 破損・損傷 E2-2 洪水進行性

8 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート ひび割れ E2-2 洪水進行性

9 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 剥離・剥落 E2-2 洪水進行性

10 堤防 土堤 高水護岸 鋼材 錆汁・浮き錆 E2-2 洪水進行性

11 堤防 土堤 高水護岸 鋼材 錆汁・浮き錆 E2-2 洪水進行性

12 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 流出 E2-2 洪水進行性 ●

13 堤防 土堤 高水護岸 鋼材 錆汁・浮き錆 E2-2 洪水進行性

14 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 流出 E2-2 洪水進行性 ●

15 堤防 土堤 表・裏法面 土 亀裂 E2-2 経年性

16 堤防 土堤 表・裏法面 土 ガリ侵食、表面の損壊 E2-2 経年性

17 堤防 土堤 高水護岸 鋼材 錆汁・浮き錆 E2-2 洪水進行性

18 堤防 土堤 高水護岸 コンクリート 流出 E2-2 洪水進行性 ●

19 堤防 土堤 表・裏法面 土 ガリ侵食、表面の損壊 E2-2 洪水進行性
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 図 4･1 FT 図 
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５．FT 図活用の場面 

 
図 4・1，表 4・1に示した FT 図及び対応テーブル

の活用が想定される場面を以下に示す． 

 

5.1 巡視・点検 
 

巡視・点検の中で，確認された変状に対して本資

料の活用が期待できる． 
具体的には第 4章で述べた通り，FT 図上で確認さ

れた変状の機能低下の段階を特定し，その後の機能

低下の過程から，次に確認される変状を事前に想定

しておく．そして，巡視・点検の際に，その想定さ

れる変状に注視して実施することで，変状の見落と

し等を軽減することが期待できる． 

 

5.2 横断的連絡調整会議 

  
点検者が機能低下を評価した結果に対して二次評

価を行う横断的連絡調整会議の場において，既往資

料の 1つとして活用することも有効であると考えら

れる． 

 例えば，点検で確認された変状が洪水進行性の場

合，対象河川における洪水の発生頻度等，河川の特

性を考慮した評価を行うことが期待できる．また，

確認された変状が場の特性に起因する場合には，そ

の評価に，場の特性の状態（例えば，植生の侵入の

程度）を加味することも可能になると考えられる． 

 

６．今後の展開 

 
6.1 定量的な健全度評価の実現 

 
FT 図を使った健全度評価では，機能低下の進行

過程や，現在の機能低下の段階を把握することは

可能であるが，その健全度について定量的に把握

することは難しい．今後は，FT 図の中で健全度を

定量的に評価する手法を確立する必要があると考

えられる． 

 

6.1 GIS を使った場の特性の整理 

 
場の特性に関しては，地図上にその情報を整備し，

変状の位置情報と併せて視覚的に分かりやすくまと

めることで，効率的かつ適正に機能低下の段階を把

握することが可能であると考えられる． 

巡視・点検で収集された位置情報データの蓄積を

考えると，場の特性は GIS（地理情報システム）上

に位置情報として整理するのが望ましい．このよう

に，GIS 上でデータの蓄積を行うことで，他の位置

情報と併せた高度な解析も実現できると考えられる． 

 
参考文献 

1) 安全を持続的に確保するための今後の河川管理

のあり方について〔答申〕 （2013），社会資本整

備審議会. 

2) 安原 達，関 克己，河﨑和明，山本晃一，鈴木克

尚，昆 敏之（2015），河川の機能低下と維持管理

の基本的な特性についての考察， 河川技術論文

集 Vol.21 p.283-288. 

3) 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 （2016），

国土交通省 水管理・国土保全局. 

4) 堤防等河川管理施設の点検結果評価要領（案） 

（2016），国土交通省 水管理・国土保全局. 
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流域から学ぶ河川教育 
～流域は問題解決のフレームワーク～ 

 
菅原 一成*・河﨑 和明**・鈴木 篤***・森 範行**** ・吉野 英夫*****  

 
 

１．はじめに 
 

古来より山紫水明の国と呼ばれた日本はアジアモ

ンスーン地帯に位置し，水豊かな美しい国土を有して

いる．しかし，高度経済成長の中で，健全な水循環が

弱体化し，田園の美しい山川や都市の中の憩いの水辺

の多くが失われることとなった．また，近年は，時間

雨量 50mm を超える「豪雨」の発生件数が増加傾向に

あり，2014 年の広島の土砂災害や記憶に新しい 2015

年の鬼怒川の水害，1981 年石狩川流域の「56 水害」

に匹敵する被害となった 2016 年の台風 7，11，9，

10 号による水害に代表されるように，水に関する災

害も多くみられるようになった．これら文明の変化

や気象変動の進展等により，水の関連する自然災害，

水利用，水環境に関わる問題は深刻化している．こ

れらの問題解決のフレームワークとして「流域」を

意識し，学ぶことは重要であるというのが本稿のテ

ーマであり，河川教育の新たな展開として提案する． 

 

２．流域とは 
 

「流域」を一言であらわすと「雨の水が水系に集

まる大地の範囲」となる．山々の尾根を流域の境と

して，特定の範囲に降った雨が集まって大きな河川

となる．例えば上流で水を汚す等の行為は下流にも

影響を与えることになる． 

19 世紀のアメリカの地理学者であり探検家であ

るジョン・ウェズリー・パウエルは「流域」の中で

は，「人間も含めて全ての生物が共通の水路を通して

密接不可分となる」と述べている 1）．  

日本においては，全ての地域はどこかの流域に属

している．多摩川や利根川といった 1級河川だけで

なく，2 級河川や普通河川等もある．都道府県等の

行政区をまたぐ流域は数多くあり，流域の形や規模，

特性等も様々である． 

 

３．流域の概念を学ぶ意義 
 
河川を中心とした水循環を理解するためには「流

域」の概念が重要と考える． 

2015 年 9 月の関東・東北豪雨災害では，図 3・1

に示すように南北に伸びた線状降水帯が，鬼怒川の

流域の範囲と重なった 2）．このキノコの傘のような

部分に大量の雨が長時間降り注いだことにより，ひ

しゃくの柄のような幅の狭い下流部に流域内から集

まった水が集中した．下流部で雨が降っていなくと

も上流部で大雨が降っていれば，やがて下流にその

水が押し寄せるということは予見できそうであるが，

実際には目の前の川が増水しているような状況でな

ければ実感がわかないことが想定される．そのため，

このような自然環境の特性やメカニズムを把握する

上で重要となる「流域」という概念を多くの人が認

識していれば，いざというときには，自ら考え，主

体的に避難できることが可能となると言える． 
当財団の職員の親族に，常総市在住者がいる．鬼

怒川が破堤した当日，破堤箇所の反対側で葬儀に参

列していた．北方で雨が降っているということは認

識していたが，帰宅しニュースを見て，はじめて反

対側で破堤していたことを知って驚いた，というよ

うなエピソードもある． 

*（公財）河川財団 子どもの水辺サポートセンター 研究員 
**（公財）河川財団 理事 

***（公財）河川財団 子どもの水辺サポートセンター長 
****（公財）河川財団 基金事業部長 

*****（公財）河川財団 子どもの水辺サポートセンター 特命研究員 



― 62 ― 

 
 

図 3・1 鬼怒川流域と重なった線状降水帯 

（国土交通省関東地方整備局「『平成 27年 9月関

東・東北豪雨』に係る 洪水被害及び復旧状況等につ

いて」3）より） 
 

 
写真 3・1 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害 

（写真提供：株式会社パスコ） 

 
また，2016 年の夏は利根川上流の八木沢ダムをは

じめとしたダム群の貯水率が過去 25 年間で最小レ

ベルまで低下し，大きな話題となったことは記憶に

新しい．図 3・2 に示すように東京都の水源の約 8

割は利根川と荒川の水であるため，東京から遠く離

れた利根川の上流部に雨が降らないと水に困るから

である．つまり東京の飲み水は東京都の行政区内だ

けでは完結しないことがこのことからも分かる． 

 
図 3・2 水系別比率 

（東京都水道局 HP より）4） 

 
このような洪水や土砂崩れなどの自然災害，渇水

等の事象は行政区単位ではなく，『流域』単位で発生

する．同様に生態系や水質汚濁等を考える上でも流

域単位で対象を捉える事が重要となる． 

また，（環境基本法第 15 条に基づき）政府が定め

る環境の保全に関する基本的な計画である環境基本

計画でも「住民等が流域の水循環についての認識を

共有することが重要」5）と記載されていることから

も環境を考える上でも必要な概念であることが分か

る．（図 3・3参照） 
 

流域の一人一人が身近な水環境の魅力やそれ

が抱えている問題に気づき，主体的に活動に参加

することが重要となるため，流域の水循環の現状

に対する認識を流域の住民，事業者，民間団体，

地方公共団体，国等の関係者が広く共有すること

が重要 

図 3・3 環境基本計画（第三次）抜粋 

 

まとめると「流域」は川に関わる人間の活動を含

め，自然のメカニズムとの調整が行われる場である．

このため今後気候変動の進展が進み降水量が増大す

れば自然災害が深刻化を増すこととなるため，「流

域」の視点で捉える事は水災害や水利用，水環境を
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考える際のフレームワークとなり，問題解決を行う

際の必須概念となると考えている． 
このように「流域」は，人と自然との関係を学ぶ

ことができ，日本において私たちがどう生きるべき

かを考えさせてくれる教材ともなり，今後教育現場

で重視されるようになる「課題の発見と解決に向け

て主体的･協働的に学ぶ学習（アクティブ・ラーニン

グ）6」」にもつながると考えられる． 
人々が「流域」の概念を学び，物事を捉えるよう

になることは有益だが，この概念を学ぶ機会は意外

にも多くはない． 
 
４．日本における学校教育での状況 
 
日本の学校教育の根幹にある文部科学省の学習指

導要領及びその解説の中で，小中学校においては「流

域」という用語は取り上げられていない．図 4・1

で示すように高校の世界史の中で，メソポタミア文

明や黄河文明といった古代文明との関係で，はじめ

てそしてわずかに記述されているだけである． 
 
世界史 A 

(1) 世界史へのいざない｜ア 自然環境と歴史 

「大河流域の沖積平野に形成された古代文明の

自然環境と人類の生活や活動」 

 
世界史 B 

(2) 諸地域世界の形成｜ア 西アジア世界・地中

海世界 

「大河流域のメソポタミアやエジプトでは古く

から灌漑農耕が展開」 

(2) 諸地域世界の形成｜ウ 東アジア世界・内陸

アジア世界 

「黄河・長江流域などの新石器文化と殷・周の成

立」 
図 4・1 文部科学省「高等学校学習指導要領解説 

地理歴史編」7）での記載 

 
一方，高校の専門学科である「農業科」の学習指

導要領解説には図 4・2で示すように「水と地球環境」

という区分の中で流域に関する記載がされている．

ただしこの教科は，農業についての専門技術や知識

を学ぶ高校が扱う教科であるため，大多数の高校生

が学ぶような共通教科ではない． 
 
森林科学 

(6) 人間社会と森林｜イ 流域社会と人の暮らし 

農業と工業の水利を基盤とする流域社会と人の

暮らしは，人間を含む多くの生物が持続的に生息

できる生態系が保たれることの上に成り立って

いることを理解させるとともに，水源地に発する

森林生態系と，河川生態系さらに湿地湖沼生態系

の相互依存関係及び森と川と海の水循環の意味

を理解させる． 

 

森林経営 

(6) 森林経営と森林政策｜ア 我が国の森林政策 

我が国の森林管理については，森林施業，森林経

営や木材産業の振興を主な河川の流域ごとに一

体的に進める流域管理システムに基づいて実施

されていることを理解させる． 

 

水循環 

(1) 水と地球環境｜イ 水文循環 

水収支のバランスや水循環に伴う物質循環の基

礎について学習させ，地球規模の水文循環や流域

の水文循環についての基礎的な内容を理解させ

る． 

(1) 水と地球環境｜ウ 水と森林・河川・農地 

河川の特徴や流域の降雨特性と流出機構につい

て学習させ，森林・農地の降雨などの流出特性と，

緑のダムとしての機能や地下水涵養の機能につ

いて理解させる．また，海洋や水産資源への影響

も考えさせる． 
図 4・2 文部科学省「高等学校学習指導要領」及び

「高等学校学習指導要領解説 農業編」8）での記載 

 
さらに水や川の取り上げ方として，日本の理科は

「地球惑星科学的アプローチ」中心のため，「幅広

さ・発展が見込まれるような体系化がされていない」
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といった課題がある． 
小学校・中学校・高等学校の学習指導要領解説理

科編において，水や川に関係する単元を図 4・3に示

す．「生命」「地球」を柱とした内容の構成をみると

縦軸は，小学校 3年から高校までの 1学年ごとの学

習内容，横軸は「生命」「地球」のカテゴリとなり，

関係が深いのは「生物と環境のかかわり」「地球の内

部」「地球の表面」となる． 

例えば小学校 5年で学ぶ単元の「流水の働き」で

は，「浸食・運搬・堆積」から始まり，地表の変化及

び地層の成り立ちで止まってしまう．「地球の表面」

よりも「地球の内部」に重点が置かれている構成と

なる． 

中学校 3年では，「生物と環境」，「自然環境の保全

と科学技術の利用」という単元があるが，小学校時

に身に付けた「流水の働き」での学習事項とが結び

つかず，水についての発展的な学習ができないとい

う課題が挙げられる． 
今後，学校教育で水について系統的に学べるよう

になることが，流域の概念を学ぶ下地となるのでは

ないかと考える． 
 

５．欧米における学校教育での状況 
 
諸外国の学校教育においては「流域」のみならず

「水」に関する教育がどのように系統的に扱われて

いるかを既存の資料を中心に調べた．水や河川との

関わりが深い理科教育を中心に見てみると，世界各

国ともに科学や工学教育に力を入れており，問題解

決型の教育を進めようとする意向が見て取れる． 

図4・3 小・中・高の理科における「生物基礎」・「地学基礎」の「生命」「地球」を柱とした内容の構成 9）10）11）
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（１）米国 

米国においては，STEM とよばれる教育がなされて

いる．図 5・1 に示すように STEM は「サイエンス」

「テクノロジー」「エンジニアリング」「マセマティ

ックス」の頭文字で，それらの教育を統合したもの

である．これは市民の科学技術リテラシー向上，理

工系人材の拡大を図り，21 世紀社会をリードする国

家を目指した科学教育である．この動きは隣国であ

るカナダや EU をはじめとして各国に大きな影響を

与えている． 

米国では，連邦教育長官への教育の危機的状況を

訴えた答申「危機に立つ国家（1983）12」」の衝撃を

受け，STEM 教育プログラムに国家戦略として取り組

み，オバマ政権でも「すべてのアメリカ人学生のた

めに STEM 教育を改革するための行動（2009）13」」

により理工系人材の拡大を図っている．この動きは

隣国であるカナダや EU をはじめとして各国に大き

な影響を与えている． 

STEM 教育の効果として，欧州委員会の研究総局に

よる「今日の科学教育：欧州の将来に向けた新しい

授業法（2007）」では，学校教育の改善に取り組み，

①演繹型手法中心から探求型手法への授業法の転換

が科学への関心を増やす手段，②探求型への変革が

正規の教育と非正規の教育関係者の協力機会を増大，

③改革の重要な担い手の教員がネットワークを持つ

ことにより教育の質の向上や意欲の維持が可能，と

なることが報告されている 14）15）． 

すなわち，STEM 教育の成果として，受け身の授業

ではなく，探求型の授業となることで科学への関心

を増やした点や，多分野との融合により，教員の質

の向上が図られたといった点が挙げられている． 

 

 
図 5・1 STEM 教育の領域  

 
そのなかで，STEM 教育の考え方を，実際のカリキ

ュラムに落とし込むための到達目標を定めたのが

2013 年の「NGSS（ネクスト・ジェネレーション・サ

イエンス・スタンダード）（米国科学アカデミー，ア

チーブ，米国科学振興協会，科学教育者協会編）16）」

という理科の学習指導要領である．ここでは小学校

4 年にあたる第 4 学年に「浸食」や「地図から地形

を読み解く」という部分で，流域の概念につながる

事柄を学び，高校では自然災害と人間活動との関係

で水害を学ぶこととなっている． 

NGSS は，生徒は何を知っていて，何ができるべき

なのかを反映したスタンダードであり，「プラクティ

ス」「コンテンツ」「領域横断概念」の三つのマトリ

ックスが明記され，領域や学年を超えて一貫した科

学教育が受けられるように開発されたものである． 

NGSS の「領域のコア概念」は，「物理科学（PS）」，

「生物科学 A（LS）」，「地球と宇宙の科学（ESS）」，

「科学・技術・科学の応用（ETS）」に分類され，水，

特に河川や流域の概念に関係する事項に関しては，

「地球と宇宙の科学（ESS）」の中で以下のように扱

われている．（図 5・2参照） 

 
【幼稚園（K）～第 2学年】 

「ESS2.A 地球の物質とシステム」： 風と水が

土地の形状を変化させる． 

「ESS2.C 地球表面の変化における水の役割」：

水は様々なかたちで，地球上の様々な種類の場所

に存在する． 

「ESS3.B 自然災害」： 地域ごとに特定の悪天候

に見舞われる確率は異なり，気象予測を行うこと

により地域社会は悪天候に備えることができる． 

 

【第 3 学年～第５学年】 

「ESS2.A 地球の物質とシステム」：  降雨は土地

の形成の一因であるとともに，地域ごとの生物種に

影響する．水・氷・風・生物・重力は，岩・土・堆

積物をより細かい粒子に砕き，運搬してゆく． 

「ESS3.B 自然災害」： 多様な災害は自然の過

程の結果であり，人類は自然災害をなくすことは

できないが，その影響を減じることはできる． 
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【第 6 学年～第 8 学年】 

「ESS2.C 地球表面の変化における水の役割」お

よび「ESS2.D 気象と気候」： 地上，海洋，大

気の中での水循環は，太陽光と重力の働きによ

る．また水の動きは，風化や浸食，地形の特徴の

変化の原因となる． 

「ESS3.B 自然災害」： 自然災害の中には，過

去の災害履歴を地図上にマッピングすることや，

地質学的な力を理解することにより予測できる

ものもある． 

 

【第 9 学年～第 12 学年】 

「ESS2.C 地球表面の変化における水の役割」：

地球の変化は水の化学的・物理的な性質に大きく

影響される． 

「ESS3.B 自然災害」： 自然災害等は，地区，

地域および世界的な規模で人類の歴史に影響を

与えた． 

図 5・2 NGSS における河川や流域の概念に関する

事項 

 
（２）カナダ 

カナダは連邦制国家であり，教育制度は州によっ

て異なっているが，科学教育についてはカナダ教育

大臣協議会（10 州と 3 準州で構成，連邦政府には教

育大臣はいない）による「共通フレームワーク」の策

定により，州間の科学カリキュラムの共通性は高い． 

オンタリオ州は，国内最大の都市である州都トロ

ントと，首都オタワが所在し，人口・GDP ともにカ

ナダ全体の 4 割弱を占める大州である． 

2008 年にオンタリオ州の教育省が定めた「オンタ

リオ・カリキュラム」において「科学と技術」の教

科が設けられている． 

「成果を上げる教育改革」と評価の高いこの「オ

ンタリオ・カリキュラム」の理科の「共通フレーム

ワーク」では図 5・3 に示すように「科学」「技術」

「社会」「環境」が 4つの基礎力とされており，「明

確な目標の設定」と「教員の指導力向上を目指し，

「何を教えるか」「どのレベルで教えるか」を規定し

ている． 

図 5・4に示すように流域に関しては，日本の中学

2 年にあたる第 8 学年の「水のシステム」の中で，

流域の概念を学び，第 9学年の「持続可能なエコシ

ステム」でその概念を使い，人間活動の水質への影

響を調査し，人間活動のインパクトを説明できるよ

うにすると規定されている． 

 

図 5・3 オンタリオ・カリキュラムにおける理科の

「共通フレームワーク」17） 

 

 
 

図 5・4 オンタリオ・カリキュラムにおける「科学と

技術」共通カリキュラム及び「科学」単独カリキュラム 

 

図 5・5に示すようにカナダで使用されている教科

書の中から，Pearson 社の第 8学年と第 9学年（日

本の中学生に相当）の「Investigating SCIENCE AND 

TECHNOLOGY」を入手した．カナダでは，教科書はそ
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れを用いて指導する義務もなく，カリキュラム範囲

外の記述も多い．第 8 学年は 400 頁を越え，第 9 学

年は 600 頁に近い大部であり，カラー写真や図表も

多く，内容が豊かな教科書である．価格はハードカ

バーで約 100 カナダドルと日本円では約 8,000 円

になり，日本の中学校の理科検定教科書（200 頁位）

のほぼ 10 倍の値段である． 

カナダの第 8学年の教科書でも，このように流域

の概念について詳しく記述されて，このチャプター

では「何が学べるか」「どんなことができるようにな

るか」「なぜこの概念を学ぶことが重要か」が教員だ

けでなく，生徒自身に対しても明確に示されている．

このような記述は日本の教科書には見当たらないも

のである．（図 5・6参照） 

 
図 5・5 カナダで使用されている教科書の記載例①

（PEARSON「Investigating SCIENCE AND 

TECHNOLOGY8」より）18） 

 
流域の概念を学ぶことについて 

What You Will Learn（何が学べるか） 

In this chapter, you will explain what 

watershed is 

Skills You Will Use（どんなことができるよう

になるか） 

In this chapter, you will use scientific 

inquiry and research to investigate water on 

Earth 

Why This Is Important（なぜこれが重要か） 

Understanding how and where water exists on 

Earth helps us to understand how water systems 

affect our lives and how our activities affect 

water systems. 

図 5・6 カナダで使用されている教科書の記載例②

（PEARSON「Investigating SCIENCE AND 

TECHNOLOGY8」より） 

 
（３）ドイツ 

ドイツでは 2009 年に連邦環境省が作成した小学

生向け教育教材「水は生き物（ヴァッサー・イスト・

レーベン）」において，水に関する多様なテーマを取

り上げ，様々な視点からまとめている（図 5・7参照）．

例えば，水循環機能，水消費量の計算方法や汚染さ

れた水を浄化することの難しさ，河川の動植物への

影響等について，学ぶことができる． 

 
 

図 5・7 小学生向け教育教材「水は生き物（ヴァッ

サー・イスト・レーベン）」（ドイツ連邦環境省）19） 

 
また，図 5・8に示すようにドイツの中学校の理科

は物理，化学，生物の 3科目からなり，地学は独立

した科目としては存在しておらず，各科目に分散し
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て扱われている． 

そのうち，「化学」では「水質」などが扱われ，地

学的な分野である「流域」の概念を踏まえて課題を

解くカリキュラムがある．たとえば仮想の地域にお

いて，ビール工場を建設するためその立地場所を探

す，という教材がある．6 つの候補地には水質のデ

ータが示され，かつ自然保護区や地域の産業，人口，

地理条件等も考慮しながら，課題を解決する仕組み

となっている．これらは流域の概念を身に付けなが

ら多面的な視点で適切な行動を行うための訓練とな

っており，コンピテンシーとよばれる，社会の複雑

な課題に対応できる実践能力を育成することを狙い

としている．（図 5・9参照） 
 

 
図 5・8 ドイツ常設各州文部大臣会議の教育スタン

ダード（中等教育）における理科教育の領域 
 

【理科のコンピテンシー領域】 

「専門知識」「認識獲得」「コミュニケーション」

「評価」 

【理科のコンピテンシーとは】 

「知識の獲得と創造，専門内容の理解，科学的な

考え方や活動方法の習得にとどまらず，社会の文

脈などから自然の事態を評価・判断し，行動する

能力やコミュニケーションの能力を含むもの」 

→現在社会の複雑な課題に対応し，その解決の道

を一緒に探し求める為に必要な実践的能力 

 

図 5・9 ドイツ常設各州文部大臣会議の教育スタン

ダード（中等教育）における理科教育の考え方（参

考：宮野純次・藤井浩樹「ドイツの理科教育-その伝

統と革新-」（2015 年風間書房））20） 
 

６．河川教育の新たな展開 
 
前述したとおり，諸外国の学校教育においては，

流域に限らず水そのものを多面的に学び，発達段階

に応じ系統立てて学べるようなカリキュラムが存在

している．そしてそれらは「理科」と「科学技術」

または「工学」をつなげ，社会の複雑な課題に対し，

その解決策を見つけ出して実践力を養うという教育

がなされている． 

日本では「純粋科学的」な要素が強く，物事を解

決するという「工学（技術）的」な面が十分取り上

げられていないという側面がある． 

このことについて，平成 22 年度の「大学における

技術者教育に関する会議」21）では，「小中学校で理

科・数学の授業時間が増えたのはいいが，技術を通

して社会にどう結びついているかという教育は全く

手つかず」，「科学教育と技術教育が現在マッチング

をしていない」といった意見が挙げられている． 

それらを解決するツールの一つとして図 6・1に示

す「流域」という概念を活用した学習プロセスを提

案する．例えば，小学校 5年の理科の単元「流水の

働き」において，単に学校の校庭で水を流して「浸

食・運搬・堆積」を学ぶだけでなく，最終的には堤

防やダム等を作って流れる水をどのように制御する

かというプロセスを学習内容に盛り込むという事が

考えられる．これらの過程を経ることが工学的発想

の理解につながると言える． 

 

図 6・1 「工学教育的アプローチ」の視点と「流域」

という概念を活用した学習プロセス 
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７．日本の小学校における流域を意識した

先進事例 
 
日本において，既に流域を意識して実践している

学校がある．それらの例として学年別に系統立てて

実践している神奈川県の A小学校と，一つの学年で

集中的に実践している福岡県の B小学校を紹介する． 

A 小学校では，理科 5年の単元「流水の働き」と 6

年の単元「地層のなりたち」の 2つを組み合わせた

形で，授業を行う予定である．A小学校では，「流域」

を意識した学習を発達段階に応じて行う試みがされ

ている．例えば，5 年理科の「流水の働き」では，

校庭で水を流す実験がある．この学校では，「粒子の

大きさと水の流れ方」と題して，表面の形状が異な

る 2つの斜面で水の流れ方の違いを学び，それを制

御する方法を学習している．また，3 年においても

「粒の大きさの違いと水の浸み込み方」を学び，4

年では「粒の大きさの違いと流れ方」と題して流速

の違いと地質を比較する等，5 年の「流水の働き」

につながるような事前学習を行っている（図 7・1

参照）．また，今後は 6年の「土地のつくりと変化」

へとつながるような学習が展開される予定である． 
 

 
図 7・1 協力校における実践事例①（A小学校）「流

水の働き」と「地質の違い」 

一方，B 小学校では，同じ理科 5 年の単元「流水

の働き」でも，流域の概念を取り入れながら防災教

育につながる学習となるような取組みを行っている．

その一つに B小学校近隣地域の山から海までの断面

図を作成し，この断面図を参考にして校庭に土山（つ

ちやま）をつくり，水を流す実験を行って，上流・

中流・下流のそれぞれの泥水の流れを観察するとい

う取組みを行った． 

他にも，1 辺 1 メートルのマスを屋上に設置し，

降った雨の量を図り，そこから校庭や小学校の校区

内に降った雨の量を計算で求めるという取組みも行

った．（図 7・2参照） 
 

 
図 7・2 協力校における実践事例②（B小学校）「流

水の働き」と「地形の違い」 

 
その結果として図 7・3に示すように，これらの授

業を通して，B 小学校の生徒は上流域と下流域の違

いを認識し，また，図を使って「浸食・運搬・堆積」
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のメカニズムを説明できるようになった．さらに，

なぜここに川原ができるのか，何のために護岸工事

を行うのかなど，水の働きにより起こる現象を認識

している様子が感想文からも読み取ることができる． 
 

 
 

図 7・3 協力校における実践事例②（B小学校）の

感想文 

 
８．河川財団における取り組み 
 

このように流域の概念を児童・生徒に学んでもら

おうと取り組む試みが始まっている．一方で，現行

の学習指導要領には流域に関する記載がほとんど無

いことや，教員においても河川に関する知識を有し，

児童・生徒に分かり易く説明するノウハウが少ない

ことが隘路になっている． 

そこで当財団では，そういった教員にも水の衛生，

水の利用，水の特性，水循環，地下水，河川，流域，

水防災，文化等，水に関する様々なテーマについて

の理解ができるようプロジェクト WET と呼ばれる体

験型の水教育プログラムを提供している．「プロジェ

クト WET」は世界 66 以上の国や地域で展開されてい

る国際プログラムであり，発展途上国では国連ハビ

タットや米国国際開発庁の協力により教材の無償提

供が行われている．河川財団では，平成 15 年より

日本での普及活動に取り組み，日本の事情に合った

教本の作成や今までに 8,000 人以上の指導者の育

成を行っている．プロジェクト WET のプログラムの

いくつかには流域の概念を学ぶアクティビティがあ

り，また，流域に焦点をあてた木曽川流域版のガイ

ドブックの作成等も行った．（図 8・1参照） 

大学の教育学部の関係の中からは「プロジェクト

WET は専門知識を持たない，または理科系を苦手と

する教員や教育学部の学生に対して有効な教材であ

る」との評価を得ている． 

また，水に関する学習を通じて「チームワークや

決断力・問題解決の方法」等のスキルを学ぶことの

できる「プロジェクト WET」のアクティビティの実

施方法や進め方は日本の次の学習指導要領で重視さ

れている「アクティブ・ラーニング」の方法と合致

しており，水という題材を様々な視点から考える教

育は，課題の発見・解決に向けた探究・成果の表現

といった過程を，子供たちが主体的に行う学習であ

るアクティブ・ラーニングに馴染みやすいものと考

えられる． 

 

 

図 8・1 プロジェクト WET における流域学習ツール 

 
当財団の将来目標としては学校教育においてすべ

ての子どもたちに川を知り・学んで欲しいと考えて

いるが，その道のりはまだまだ遠いとも感じている．

欧米等が力を入れている「理科」と「工学」との融

合の動きが日本でも進みつつあるなかで，その工学

教育的アプローチの「ツール」として「流域」の概

念が部分的に活用されることが当面の目標ではない

かと考えている． 
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９．おわりに 
 
水や河川の存在は普遍的であるが，その特性は地

域によって大きく異なっている．日本は古来より，

台風や渇水に苦しみながら稲作農業を営んできた長

い歴史を持っている．それゆえ，日本だからこそ学

べる河川教育があると考えている 22）． 
子どものうちから流域の概念を学び，そしてその

概念を活用した工学的な課題解決を行うことで，流

域の視点を持った，持続可能な水循環に貢献でき，

災害に対処できる市民の育成が図られると考えてい

る．（図 9・1参照） 

河川財団も 4つの公益事業の一つとして掲げてい

る「河川教育の推進」の取組みを通じ，流域の概念

の理解，子どもたちの水・河川リテラシーの向上に，

貢献していきたいと考えている． 

 

 
 
図 9・1 流域を軸とした河川教育の概念図 
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